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第１【組合等の状況】
 

１【組合等の概況】

（１）【主要な経営指標等の推移】

ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合

回次  第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月  平成20年12月平成21年12月平成22年12月平成23年12月平成24年12月

営業収益（売上高） (千円） 709,366198,301320,618522,6481,060,712

経常利益又は経常損失（△） (千円） △1,110,334△1,513,097△1,045,749△481,42910,060

当期純利益又は当期純損失
（△）

(千円） △1,110,334△1,513,097△1,045,749△481,42910,060

出資持分総額 (千円） 11,900,00011,900,00011,900,00011,900,00011,900,000

発行済出資持分の総数 (口） 119 119 119 119 119

純資産額 (千円） 8,417,6996,756,7765,637,5664,971,7494,116,729

総資産額 (千円） 8,418,6116,760,1395,641,3064,976,6824,117,843

１口当たり純資産額（注２） (円） 70,736,97056,779,63247,374,50741,779,40834,594,363

１口当たり当期純利益金額又は
当期純損失金額（△）

(円） △9,330,544△12,715,106△8,787,807△4,045,62984,541

分配総額 (千円） 880,600178,500178,500119,000987,700

１口当たり分配金額 (円） 7,400,0001,500,0001,500,0001,000,0008,300,000

自己資本比率（注３） (％） 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0

自己資本利益率（注４） (％） △11.4 △19.9 △16.9 △9.1 0.2

 

ジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合

回次  第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月  平成20年12月平成21年12月平成22年12月平成23年12月平成24年12月

営業収益（売上高） (千円） 1,043,186291,619471,498768,6001,559,871

経常利益又は経常損失（△） (千円） △1,611,681△2,189,927△1,502,326△672,19950,533

当期純利益又は当期純損失
（△）

(千円） △1,611,681△2,189,927△1,502,326△672,19950,533

出資持分総額 (千円） 15,750,00015,750,00015,750,00015,750,00015,750,000

発行済出資持分の総数 (口） 175 175 175 175 175

純資産額 (千円） 10,707,6068,300,2876,689,9305,746,5744,524,929

総資産額 (千円） 10,708,9478,305,0416,695,2965,753,6944,526,477

１口当たり純資産額（注２） (円） 61,186,32047,430,21738,228,17432,837,56725,856,742

１口当たり当期純利益金額又
は当期純損失金額（△）

(円） △9,209,610△12,513,871△8,584,724△3,841,137288,761

分配総額 (千円） 1,295,000262,500262,500175,0001,452,500

１口当たり分配金額 (円） 7,400,0001,500,0001,500,0001,000,0008,300,000

自己資本比率（注３） (％） 100.0 99.9 99.9 99.9 100.0

自己資本利益率（注４） (％） △12.8 △23.0 △20.0 △10.8 1.0

 

（注１）記載した数値は、特に記載のない限りいずれも記載未満の桁数を切り捨てにより表示しております。

（注２）１口当たり金額は、円未満の端数を四捨五入して計算しております。

（注３）自己資本比率＝期末純資産額／期末総資産額（小数点第２位四捨五入）

（注４）自己資本利益率＝当期純利益（又は当期純損失）／期中平均純資産額（小数点第２位四捨五入）

（注５）ジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合は分割払込方式を採用しており、出資持分総額は、総出資履行金額（下記「(4）組合等の仕

組み、⑦用語集」参照）を記載しております。
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（２）【組合等の目的及び基本的性格】

　ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合及びジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合（以下それぞれ「Ｖ２－

Ｃ」、「Ｖ２－Ｄ」といい、併せて「本組合」といいます。）は、主としてＶ２共有ファンドを通じて、本契約期間中に上

場等による流動化が見込める未上場企業等に投資し、もって、投下資本を増殖回収することを目的とします。

　また、ポートフォリオの地域的分散を図るため、外国法人が発行する投資証券等及び外国に所在する投資組合等の持分

を取得できるものとされていますが、取得価額の総額は本組合の総出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総出資金

額）の30％を上限とします。また、外国法人が発行する投資証券等の取得価額の総額が本組合の総出資履行金額（但し、

Ｖ２－Ｃの場合は総出資金額）に占める割合は、常に50％未満とします。

　なお、本組合による投資は、原則として、本組合と並行投資ファンドの一部が投資証券等を共有名義で保有することを

目的として平成17年12月21日に設立したジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合（以下「Ｖ２共有ファンド」といい

ます。）を通じて行います。「並行投資ファンド」とは、株式会社ジャフコ又はその関係会社が無限責任組合員として業

務を執行する他の投資ファンド（以下「ＧＰ関係ファンド」といいます。）のうち、本組合と同種の事業と目的を有す

るものをいいます。本組合が出資するＶ２共有ファンドの無限責任組合員は、本組合の無限責任組合員である株式会社

ジャフコです。本組合は、投資者から資金の投資を受けた上、原則として、その資金をＶ２共有ファンドへ出資して、実質

的な運用をＶ２共有ファンドで行う仕組みをとっています。

 

（投資対象となるＶ２共有ファンドの概要）

名称 ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合

区分 有限責任組合法に基づく投資事業有限責任組合

目的 Ｖ２共有ファンドは、本契約期間中に上場等による流動化が見込める未上場企業等に投資

し、もって、投下資本を増殖回収することを目的とします。

なお、Ｖ２共有ファンドは、外国法人が発行する投資証券等及び外国に所在する投資組合等

の持分を取得できますが、その取得価額の総額はＶ２共有ファンドの総出資約束金額の

30％を上限とします。

無限責任組合員 株式会社ジャフコ

設立日 平成17年12月21日

総出資約束金額 825億円

申込手数料 なし

契約期間 平成17年12月21日～平成27年12月31日

（但し、無限責任組合員の裁量により、１年単位で２年間まで契約期間の延長の可能性があ

ります。）

事業年度 毎年１月１日から12月31日までとします。

決算日 毎年決算日を12月31日、中間決算日を６月30日とします。

損益の帰属 Ｖ２共有ファンドの事業に関する損益は、各組合員にその持分金額の割合に応じて帰属し

ます。但し、Ｖ２共有ファンドは投資者が出資金額までしか責任を負わない投資事業有限責

任組合ですので、いかなる場合でも有限責任組合員の持分金額がゼロを下回ることはあり

ません。

管理報酬 なし

成功報酬 なし

 

（３）【組合等の沿革】

平成17年12月１日　　　　本組合の設立及び運営の開始

平成17年12月21日　　　　Ｖ２共有ファンドの設立

平成18年１月21日　　　　Ｖ２共有ファンドを通じた投資とするための本組合契約の変更

平成18年１月26日　　　　Ｖ２共有ファンドへの出資

平成19年７月18日　　　　本組合契約の変更（守秘義務に関する変更）

平成20年３月31日　　　　本組合契約の変更（株式会社ジャフコの金融商品取引業者としての登録及び野村信託銀行株式

会社への組合財産管理業務の委託等に伴う変更）

平成20年４月１日　　　　野村信託銀行株式会社への組合財産管理業務の委託

平成20年12月１日　　　　野村信託銀行株式会社への組合会計業務の委託
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（４）【組合等の仕組み】

①　組合員は、本組合の投資事業有限責任組合契約（以下「本組合契約」といいます。）に基づき、出資を行います。

＜Ｖ２－Ｃ＞

組合員は、出資金払込の際に出資金額の全額を一時に払い込みます。

＜Ｖ２－Ｄ＞

組合員は、初回の出資金払込の際に出資約束金額の一部に相当する金額を払い込みます。２回目以降の出資金払込は、

無限責任組合員の書面による通知に従って、随時組合口座に支払います。無限責任組合員は、払込日の10営業日前まで

に、払込日及び各組合員に共通の割合を記載した通知を各組合員に発送致します。１回当たりの払込割合は、出資約束

金額の５％～20％程度（但し、30％以下とします。）が目安となります。

②　本組合は、無限責任組合員の裁量により、平成17年12月１日（以下「効力発生日」といいます。）より６ヶ月以内であ

れば、追加出資の申込みを受けることがあります。

＜Ｖ２－Ｃ＞

追加出資を行う者は、無限責任組合員が別途書面により指定する払込日までに、追加出資金額の全額及び追加出資手

数料を支払います。追加出資手数料は、追加出資金額に対し、初回払込日の翌日から追加出資の払込日までの期間につ

いて年率1.05％（税抜き１％）に相当する金額とします。

＜Ｖ２－Ｄ＞

追加出資を行う者は、無限責任組合員が別途書面により指定する払込日までに、追加出資の初回払込金額及び追加出

資手数料を支払います。追加出資手数料は、追加出資の初回払込金額に対し、初回払込日の翌日から追加出資の最初の

払込日までの期間について年率1.05％（税抜き１％）に相当する金額とします。

③　本組合は、本契約期間の満了などにより解散します。解散の場合、組合員は持分金額に応じた組合財産の分配を受けま

す。なお、解散前であっても、無限責任組合員の裁量により、投資証券等の売却代金等を原資とした分配を随時行いま

す。また、出資履行金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は出資金額）の払戻しは、脱退組合員に対する持分の払戻し、本契約期

間における組合財産の分配、清算時の分配及び下記「３　投資リスク、（１）本組合契約のリスク、②利益相反、イ

(ⅰ)(a)又はロ(ⅰ)(a)」記載の買取り以外の場合には行われません。

④　本組合は、主としてＶ２共有ファンドを通じて、本契約期間中に上場等による流動化が見込める未上場企業等に投資

し、もって、投下資本を増殖回収することを目的とします。

⑤　本組合による投資は、並行投資ファンドと同時期に、同一種類の投資証券等（注）を取得致します。本組合による投資

は、原則として、並行投資ファンドの一部とともに出資するＶ２共有ファンドを通じて行っております。

⑥　無限責任組合員は、平成20年３月31日に野村信託銀行株式会社と組合管理業務委託契約を締結し、本組合の組合財産に

属する有価証券の保管、組合口座や現金・預金の管理、本組合の決算に係る財務諸表の作成等の事務を委託していま

す。

 

（注）同一種類の投資証券等：一の投資先事業者が同時期に発行する投資証券等、又は一の投資先事業者が発行した投資証券等で同時期に取得す

るもの
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運営上の役割 名称 関係業務の概要

イ．本組合の無限責任組合員 株式会社ジャフコ

・組合財産の運用、管理及び処分に関

する事項

・投資先事業者の育成、投資先事業者

等が発行する投資証券等に関する議

決権その他の組合財産に関する権利

行使

・組合財産の分配及び払戻し

・本組合の会計管理

・本組合事務に係る各種書類及び運用

に関する報告書の作成

・その他本組合の目的達成のために必

要な一切の事項

ロ．財産管理受託者 野村信託銀行株式会社

・組合財産の管理・保管業務

・本決算（12月末）、中間決算（６月

末）に係る本組合の財務諸表等の作

成及び組合員に対するその送付

・本組合事務に係る各種書類及び運用

に関する報告書の作成及び組合員に

対するその送付

ハ．並行投資ファンドの一部

と投資証券等を共有名義で

保有するための共有ファン

ド

ジャフコＶ２共有投資事業

有限責任組合（無限責任組

合員：株式会社ジャフコ）

・本組合及び並行投資ファンドの一部

からの出資により投資先事業者等に

対する投資を行う投資事業有限責任

組合
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⑦　用語集

本書で用いられる主な用語の定義

・外国法人向け出資等

外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するもの

・管理報酬

本組合契約第29条に定める管理報酬

・既存組合員

本組合契約別紙１記載の組合員

・業府令

金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）

・金融商品取引法

金融商品取引法（昭和23年法律第25号）

・組合員

無限責任組合員と有限責任組合員の総称

・組合管理業務委託契約

本組合及び財産管理受託者との間で締結される組合管理業務委託契約

・組合口座

本組合の事業のためにのみ利用される、無限責任組合員の指定する信託銀行に開設された本組合名義の普通預金

口座又は無限責任組合員が随時開設し組合員に適式に通知した本組合名義のその他の銀行口座

・組合財産

出資金及びこれを運用して取得した投資証券等、投資知的財産権その他の財産で本組合に帰属すべきもの

・財産管理受託者

本組合との間で組合管理業務委託契約を締結し、本組合の組合財産の管理業務を受託する者である野村信託銀行

株式会社、及び／又は無限責任組合員が有限責任組合員の総持分金額のうち３分の２以上を出資する有限責任組

合員の同意を得て同人に代え又は同人に加えて選任し、その旨組合員に適式に通知したその他の者

・財務諸表等

貸借対照表、損益計算書、業務報告書及びこれらの附属明細書

・ＧＰ※関係ファンド

株式会社ジャフコ又はその関係会社が業務を執行する他の投資ファンド

※　General Partner（無限責任組合員）をいいます。

・市場性のある有価証券

金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在する

ものに上場され、又は同法第67条の11第１項の店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって

外国に備えられているものに登録されている有価証券

・指定有価証券

金融商品取引法第２条第１項に規定する有価証券（株式及び新株予約権を除き、同項第１号から第13号まで並び

に第15号、第17号及び第18号に掲げる有価証券（株式及び新株予約権を除きます。）に表示されるべき権利で

あって同条第２項の規定により有価証券とみなされるものを含みます。）のうち社債その他の事業者の資金調達

に資するものとして以下に定める有価証券。

①金融商品取引法第２条第１項第３号に掲げる債券

②金融商品取引法第２条第１項第４号に掲げる特定社債券

③金融商品取引法第２条第１項第５号に掲げる社債券

④金融商品取引法第２条第１項第６号に掲げる出資証券

⑤金融商品取引法第２条第１項第７号に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書

⑥金融商品取引法第２条第１項第８号に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券

⑦金融商品取引法第２条第１項第10号に掲げる受益証券

⑧金融商品取引法第２条第１項第11号に掲げる投資証券又は投資法人債券

⑨金融商品取引法第２条第１項第12号に掲げる受益証券

⑩金融商品取引法第２条第１項第13号に掲げる受益証券

⑪金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げる約束手形

⑫金融商品取引法第２条第１項第９号若しくは①号から⑪号の各号に掲げる有価証券又は⑬号に掲げる権利に

係る同法第２条第１項第19号に規定するオプションを表示する証券又は証書

⑬①号から⑪号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第２条第２項の規定によ
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り、有価証券とみなされるもの

・出資金額

Ｖ２－Ｃに関して、各組合員において本組合契約に基づき出資することを合意し、出資の履行として現実に払い

込まれた金額

・出資履行金額

Ｖ２－Ｄに関して、出資約束金額のうち、各組合員において本組合契約に基づき出資の履行として現実に払い込

まれた金額の累計額

・出資口数

本組合への出資を行う単位（１口当たりは金１億円）

・出資約束金額

Ｖ２－Ｄに関して、各組合員において、本組合契約に基づき本組合に出資することを合意した上限額

・初回払込日

本組合の設立に際して、組合員が最初に出資金を払い込むべき期限（平成17年11月29日）

・成功報酬

本組合契約第29条に定める成功報酬

・総出資金額

各組合員の出資金額の総計

・総出資約束金額

各組合員の出資約束金額の総計

・総出資履行金額

各組合員の出資履行金額の総計

・総持分金額

各組合員の持分金額の総計

・追加出資

新たな有限責任組合員の加入及び既存組合員の出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は出資金額）の追加

・追加出資金額

新たに加入する有限責任組合員の出資金額又は出資金額の追加が認められた既存組合員の出資金額から当該組

合員が既に払込んだ額を差引いた金額

・追加出資の初回払込金額

追加出資が認められた組合員の出資約束金額に当該加入時点における既存出資比率を乗じて算出した金額（但

し、出資約束金額の追加を認められた既存組合員については、その金額から当該組合員が既に払込んだ額を差引

いた金額）。なお、既存出資比率は、効力発生日から組合員たる地位にある組合員につき、ある時点における当該

組合員の出資履行金額及び本組合契約の規定に基づき払込義務のある金額のうち未払額の合計額の、当該組合員

の出資約束金額に対する割合をいいます。

・投資者

本組合への出資申込みを行う者

・投資組合等

投資事業有限責任組合若しくは民法第667条第１項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものに

よって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体

・投資先事業者

本組合契約の規定により本組合が主としてＶ２共有ファンドを通じてその株式、持分、新株予約権、指定有価証

券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者

・投資先事業者等

投資先事業者並びに本組合契約の規定により本組合が出資又は外国法人向け出資等を保有している投資組合等

及び外国法人の総称

・投資証券

投資証券等のうち、金融商品取引法第２条に規定される有価証券（同条第２項の規定により有価証券とみなされ

るものを含みます。）に該当するもの

・投資証券等

本組合契約の規定に従い、本組合が取得した株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、信託の受益権、投資

組合等に対する出資、約束手形、譲渡性預金証書、不動産、動産又は外国法人向け出資等

・投資総額

ある時点までに本組合が取得した全ての投資証券等及び投資知的財産権の取得価額の合計額
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・投資知的財産権

本組合契約の規定に従い、本組合が取得した工業所有権及び著作権

・投資ファンド

民法上の組合（民法第667条第１項に規定する組合契約によって成立する組合をいいます。）、投資事業有限責任

組合、匿名組合契約（商法第535条の匿名組合契約をいいます。）、ジェネラル・パートナーシップ、リミテッド・

パートナーシップ又は外国に所在するこれらに類似する団体若しくは契約であって、本組合の目的とする投資事

業の全部又は一部を営むことを約するもの

・並行投資ファンド

本組合と同種の事業と目的を有するＧＰ関係ファンド

・本組合

有限責任組合法に基づいて組成される「ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合」及び／又は「ジャフコＶ

２－Ｄ号投資事業有限責任組合」

・本組合業務

本組合契約に基づき無限責任組合員が執行する、本組合契約第５条に定める業務

・本組合契約

無限責任組合員である株式会社ジャフコと当該契約別紙１の組合員名簿に有限責任組合員として記載された者

との間で締結された、本組合に係る有限責任組合法に基づく投資事業有限責任組合契約

・本契約期間

本組合の契約期間

・無限責任組合員

株式会社ジャフコ及び同人の後任者として本組合契約に基づき選任された者

・持分金額

各組合員について、その出資履行金額に、事業年度毎に本組合契約の規定により当該組合員に帰属すべき損益を

加減し、当該組合員に対し本組合契約の規定により分配された金銭又は投資証券の価額を減じた金額

・有限責任組合員

有限責任組合員として本組合契約に調印した者及び本組合契約に従い有限責任組合員として本組合に加入した

者（但し、脱退し又はその地位の全部を譲渡した有限責任組合員を除きます。）

・有限責任組合法

投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成10年法律第90号）

・Ｖ２共有ファンド

本組合と並行投資ファンドの一部が投資証券等を共有名義で保有することを目的として、平成17年12月21日に投

資事業有限責任組合契約を締結して設立したジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合

・Ｖ２出資ファンド

Ｖ２共有ファンドに有限責任組合員として出資する本組合及び並行投資ファンドの一部

なお、消費税率の変更があった場合には、当該変更の実施後に受領される本項に定める管理報酬及び成功報酬の税込

みの年率は、税抜きの年率に当該変更後の消費税率を加算した年率に読み替えるものとします。

 

（５）【組合等の機構】

①　本組合の運営

イ．無限責任組合員の業務

本組合業務の執行は、本組合契約の規定に従い、善管注意義務に基づき、無限責任組合員が本組合又は無限責任組

合員の名において行います。

本組合による投資は、並行投資ファンドの一部と本組合が投資証券等を共有名義で保有して効率的に行うため、

原則としてＶ２共有ファンドを通じて行っております。

無限責任組合員は、Ｖ２共有ファンドの無限責任組合員である限りにおいて、Ｖ２共有ファンドに係る投資事業

有限責任組合契約を遵守します。

無限責任組合員が行う業務の主なものとして、下記の事項があります。

・投資先事業者等に対する投資を含む組合財産の運用、管理及び処分に関する事項

・投資先事業者の育成、投資先事業者等が発行する投資証券等に関する議決権その他組合財産に関する権利行使

に関する事項

・組合財産の分配及び組合財産の払戻しに関する事項

・会計帳簿及び記録等の作成及び保管等、本組合の会計に関する事項

・本組合の事業に関して発生し、本組合の負担すべき費用、経費及び報酬等、債務の支払に関する事項
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・金融商品取引法に基づく開示書類その他必要な書類の作成及び提出に関する事項

・その他、本組合の目的達成のため必要な一切の事項

ロ．有限責任組合員の組合財産検査権

有限責任組合員は、本組合契約に規定される場合を除き、本組合の業務執行に関する権限は一切ありません。正当

な事由がある場合は、無限責任組合員に対して事前に書面で通知した後に、本組合及びＶ２共有ファンドの財務

諸表等、会計帳簿及び記録を閲覧することにより、組合財産の状況を確認することができます。その他の有限責任

組合員の権利については、下記「６　管理及び運営、(3)出資者等の権利」をご参照下さい。

ハ．組合員集会（出資者総会）

有限責任組合員は、組合財産の検査権のほか、年に１回開催される組合員集会において、本組合の運営及び組合財

産の運用に関し、無限責任組合員に対して意見を述べることができます。またこの他に、有限責任組合員の総持分

金額の過半数を出資する有限責任組合員から請求があった場合、又は無限責任組合員が適宜必要と判断した場合

は、事前に（30日以上前までに）書面による通知を行い、本組合の組合員集会を招集します。また、Ｖ２共有ファ

ンドの有限責任組合員の総持分金額のうち過半数を出資するＶ２共有ファンドの有限責任組合員からの請求が

あったとき又は無限責任組合員が適宜必要と判断した場合は、無限責任組合員は、Ｖ２共有ファンドの有限責任

組合員及びＶ２出資ファンドの有限責任組合員に対し、書面による30日以上の事前の通知をなしてＶ２共有ファ

ンドの組合員集会を招集します。

②　投資運用の意思決定

本組合による投資は、並行投資ファンドの一部と投資証券等を共有名義で保有して効率的に行うため、原則としてＶ

２共有ファンドを通じて行っております。従って、以下は、Ｖ２共有ファンドにおける投資運用の意思決定プロセスを

記載しております。

イ．投資対象企業の発掘

プライベート・エクイティ投資においては、広く情報が開示されている上場企業を対象とした株式投資に比し

て、未上場企業の非公開情報や投資案件情報を如何に入手するかが、投資の成功の重要な要素となります。

無限責任組合員である当社は、可能な限り多くの企業に接触することで、プライベート・エクイティに係る広範

囲にわたる収益機会を獲得し、そこから収益性の高い投資案件を選別して投資を行って参りました。

約60名の投資担当者が、様々な業種、企業ステージ、地域の企業を継続的に発掘し、投資先事業者（以下、本②にお

いて「投資先企業」といいます。）候補の経営陣と面談を行っております。

ロ．情報収集

投資先企業の発掘にあたっては、当社独自の情報共有データベースをはじめ、新聞、雑誌及びインターネット等に

掲載される最新の記事や、当社の投資担当者が積み上げてきた投資先企業、証券会社、監査法人、コンサルタント、

Ｍ＆Ａアドバイザー企業、投資検討過程における周辺調査先、事業会社、大学、研究所等の幅広い人脈を通じて得

られる業界の非公表情報等から、様々な企業情報を収集しています。

こうして得られた企業情報は、全て当社の情報共有データベースに集約されており、当社の発掘力を支えていま

す。

ハ．調査・分析、企業価値評価

当社は、投資先企業候補への投資の可否や採算の判断、又は最適な資本政策の提案のために、当該企業に対して、

当社投資部門を中心に、経営陣評価、財務諸表等の財務データ及び事業計画等の分析、周辺調査等の分析調査を行

います。

未上場企業は内部管理体制の整備が十分でなく、信頼性の高い定量的なデータなどの投資判断材料が乏しい場合

も少なくないため、特に経営陣評価などの定性的評価の精度等が重要であると考えています。

この点、当社は、当社審査部門による分析調査を並行して実施することで複眼的な企業評価を行っており、分析調

査の精度を高めています。

ニ．財務分析、事業計画分析

当社は、財務諸表等を中心とした財務データから、投資先企業候補の収益性、成長性及び財務安全性を仔細に分析

し、経営陣が考える事業計画の妥当性を分析します。

また、投資先企業候補が事業計画を達成するための前提となる、対象マーケットの成長性、投資先企業候補の技術

開発力、商品力、商品販売力等を評価するための周辺調査も実施しています。

ホ．投資条件交渉

調査・分析と並行して、より良い投資機会・投資採算を確保するために、当社は、投資先企業候補に対して、粘り

強くファイナンスの提案・交渉を行っています。具体的には、１株当たり単価、投資株数、調達金額及びその割当

先などを中心に、投資先企業候補にとっての最善な資本政策と本組合の収益の最大化を両立する投資条件を引き

出します。

へ．投資運用の意思決定機構
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本組合による投資は、原則としてＶ２共有ファンドを通じて行います。Ｖ２共有ファンドの投資に関する意思決

定は、当社の投資委員会において行われております。投資委員会で決定された投資対象に対して、Ｖ２共有ファン

ドで投資を行う具体的な株数及び金額は、本組合契約及び投資ガイドラインに従って決定されます。

投資委員会は、代表取締役１名、投資担当代表取締役１名及び執行役員３名、管理担当取締役１名、ファンド運用

担当取締役１名の計７名により構成されており、投資部門から投資案件の説明が行われるほか、審査部門から審

査意見が提示され、多様な視点から慎重に審議がなされます。検討の内容は、投資対象となる個別の企業の評価や

市場性をはじめ、投資対象となる有価証券の種類、投資金額、投資株数、１株当たり単価、投資採算の見通し、投資

にあたっての条件、投資契約の内容に至るまで多岐に渡ります。

ト．投資契約

投資契約とは、投資により株主としての権利を確実に取得する手続、投資の実行後の情報入手や取締役会など重

要な会議に参加できる権利、事業計画通りに事業の進展が見られずに上場を断念する場合の取得株式等の処分方

法などを定めた契約書をいいます。投資案件ごとにリスクや交渉の状況を勘案して起案され、法務審査及び投資

委員会での承認を経て、投資を実行するまでの間に投資先企業候補及びその主要株主と締結します。

チ．投資先企業の価値向上

投資先企業の企業価値を最大化し、もって本組合の収益を向上させるために、様々な投資先支援を行います。

販路の拡大、顧客候補先・提携パートナーの紹介、経営人材の確保、事業計画の策定・見直しなど広範囲に渡っ

て、当社の持つ、未上場企業の経営等に関するノウハウや経験、国内有力企業や未上場企業支援機関とのネット

ワークなどが投資先企業に提供されています。

また、企業の成長ステージや持株シェア等を考慮し、必要に応じてオブザーバーを派遣する権利（経営上重要な

会議の出席権）を取得し、業務執行をモニタリングすることがあります。こうした活動を通じ、投資先企業の会計

やコンプライアンスなど、遅れがちな経営管理体制構築の支援を図ります。

リ．組織的な投資先支援活動（ビジネスディベロップメント）

当社の投資先支援における最大の特徴は、その組織的な支援体制にあります。

当社投資部門等は、投資先企業の成長ステージに応じた経営体制の構築に関与するのと同時に、投資先企業の課

題を把握し、その解決に必要な当社のリソースを提供する窓口となります。

ビジネスディベロップメント専門部署も配置しており、日本、アジア、北米地域において当社が有するネットワー

クを活用し、投資先企業の営業体制・研究開発力の強化や不足リソースの補完に貢献します。

コンサルティング部署は、業務手続・業務管理制度の構築、システム運用体制の整備支援、内部管理体制整備、上

場審査対応指導を行い、確実な株式上場体制の構築を支援しています。

ヌ．投資資金の回収

保有株式の処分にあたっては、株式上場による市場売却のほか、未上場段階での第三者への売却にも積極的に取

り組んでおります。当初想定していた事業計画と大幅に乖離し上場が困難となった投資先企業については、経営

陣や取引先等との売却交渉を含め、未上場段階での処分が必須であり、流通市場が存在しない未上場投資証券等

の効率的な流動化についての当社の豊富なノウハウが活かされています。

ル．なお、全ての投資証券等について、上記プロセスが妥当するものではありません。また、上記プロセスは随時見直

されることがあります。

 

（６）【組合等の出資総額】

①　本有価証券報告書提出日現在における組合等の出資総額等

＜Ｖ２－Ｃ＞

組合等の出資総額 11,900,000千円

組合等が発行する出資持分の総数 119口

発行済出資持分の総数 119口

 

＜Ｖ２－Ｄ＞

組合等の出資総額 15,750,000千円

組合等が発行する出資持分の総数 175口

発行済出資持分の総数 175口

（注）Ｖ２－Ｄの組合等の出資総額は、提出日の前月末までの総出資履行金額を記載しております。

 

②　最近５年間における出資持分総額及び発行済出資持分の増減

＜Ｖ２－Ｃ＞
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年月
出資持分総額（千円） 発行済出資持分（口）

増加額 残高 増加口数 残高

平成17年12月１日（設立
時）から同月31日まで

12,000,00012,000,000 120 120

平成20年11月25日(注)△100,000 11,900,000 △1 119

（注）組合員の脱退により、出資持分総額及び発行済出資持分が減少しております。
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＜Ｖ２－Ｄ＞

年月
出資持分総額（千円） 発行済出資持分（口）

増加額 残高 増加口数 残高

平成17年12月１日（設立
時）から同月31日まで

875,000 875,000 175 175

平成18年２月１日から
同月28日まで

2,625,000 3,500,000 － 175

平成18年４月24日 1,750,000 5,250,000 － 175

平成18年６月29日 2,625,000 7,875,000 － 175

平成18年10月20日 2,625,00010,500,000 － 175

平成19年１月26日 3,500,00014,000,000 － 175

平成19年12月５日 1,750,00015,750,000 － 175

（注）Ｖ２－Ｄの出資持分総額は、提出日の前月末までの総出資履行金額を記載しております。

 

（７）【その他】

①　訴訟事件その他組合等に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実

該当事項はありません。

②　契約又は規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

イ．契約又は規約の変更

本組合は、平成19年７月18日付で本組合契約の守秘義務に関する条項を変更しました。また、本組合は、平成20年

３月31日付で本組合契約を以下のとおり変更しました。

・本組合契約に基づきジャフコベン株式会社その他無限責任組合員が相当と認める者に委託するものとされて

いた本組合の事務のうち、組合財産の分別管理を徹底する観点から、組合財産管理業務の一部を野村信託銀行

株式会社に委託することに伴い、かかる委託を行う旨、組合員の権利義務に重大な影響がある組合管理業務委

託契約の変更若しくは修正を行う場合又は組合管理業務委託契約を解約する若しくは更新しない場合には、有

限責任組合員の総持分金額のうち３分の２以上を出資する有限責任組合員の同意が原則必要となる旨、かかる

委託の報酬を組合財産より支弁し、当該金額分無限責任組合員の管理報酬が減額される旨等、本組合契約上必

要な修正を加えております。

・本組合の無限責任組合員である株式会社ジャフコが一般社団法人日本証券投資顧問業協会に加入したことに

伴い、損失の補填及び特別の利益の提供の禁止を契約上で明記すること等に係る、同協会規則に基づく所要の

修正を加えております。

・本組合の無限責任組合員である株式会社ジャフコが金融商品取引業者の登録を受けたことに伴い、許容される

利益相反取引の例外について金融商品取引法及び業府令に基づく所要の修正を加えております。

ロ．事業譲渡又は事業譲受

該当事項はありません。

ハ．出資の状況その他の重要事項

＜Ｖ２－Ｃ・Ｖ２－Ｄ共通＞

本組合の無限責任組合員である株式会社ジャフコは、平成19年12月７日付で、第二種金融商品取引業及び投資運

用業につき金融商品取引業者として登録致しました（関東財務局長（金商）第1693号）。

＜Ｖ２－Ｃ＞

平成17年12月１日（設立時）に総額62億円（出資持分62口）の出資を受け、その後、平成17年12月28日までに追

加で総額58億円（出資持分58口）の出資を受けました。平成20年11月25日に組合員1名の脱退により総額1億円

（出資持分1口）が減少しました。

＜Ｖ２－Ｄ＞

平成17年12月１日（設立時）に総額52億円（出資持分52口）の出資約束を受け、その後、平成17年12月28日まで

に追加で総額123億円（出資持分123口）の出資約束を受けました。
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２【投資方針】

 

（１）【投資方針】

本組合は、主としてＶ２共有ファンドを通じて、本契約期間中に上場等による流動化が見込める未上場企業等に投資

し、もって、投下資本を増殖回収することを目的とします。幅広い業種、ステージ、地域から投資候補企業を選定し、

ポートフォリオの分散を図ることで、安定的に、かつ、より高い収益の確保を目指します。

なお、本組合による投資は、並行投資ファンドの一部と投資証券等を共有名義で保有して効率的に行うため、原則とし

てＶ２共有ファンドを通じて行うこととしております。

また、本組合は、いかなる場合においても金員の借入又は債務保証は行いません。さらに、投資証券等又は投資知的財

産権の処分により得られた現金を、投資証券等又は投資知的財産権の取得のために用いることはできません。

 

（２）【投資対象】

①　投資対象とする資産の種類、内容

本組合による投資は、並行投資ファンドの一部と投資証券等を共有名義で保有して効率的に行うため、原則としてＶ

２共有ファンドを通じて行うこととしております。

Ｖ２共有ファンドは、下記投資証券等に投資を行いますが、主な投資対象となるのは、上場等による流動化によって本

契約期間中に投下資本の増殖回収が期待できる事業者が発行する投資証券等です。市場性のある有価証券及び投資知

的財産権に対する投資は、原則として行いません。

幅広い業種、ステージに投資を行い、地域的には国内企業への投資が主体となりますが、海外への投資は、以下のほか

本組合の総出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総出資金額）の30％を上限として行います。

以下は、本組合及びＶ２共有ファンドにおける投資対象であります。

ａ．株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに有限会社又は企業組合の設立に際しての持分の取

得及び当該取得に係る持分の保有

ｂ．株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は有限会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有

ｃ．指定有価証券の取得及び保有

ｄ．事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の保有する金銭債権の取得及び保有

ｅ．事業者に対する金銭の新たな貸付け

ｆ．事業者を相手とする匿名組合契約の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有

ｇ．事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有（これらの権利に関して利用を許諾することを含みま

す。）

ｈ．ａ．号からｇ．号までの規定により本組合がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、

著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業

ｉ．投資組合等に対する出資

ｊ．ａ．号からｉ．号の事業に付随する事業であって、次に掲げるもの

(ⅰ)事業者が発行し又は所有する約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）の取

得及び保有を行う事業

(ⅱ)譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業

(ⅲ)(ⅰ)に規定する約束手形、金融商品取引法第２条第１項第３号に掲げる債券、同法第２条第１項第４号に掲げ

る特定社債券、同法第２条第１項第５号に掲げる社債券、同法第２条第１項第11号に掲げる投資法人債券若し

くは同法第２条第１項第15号に掲げる約束手形に表示されるべき権利又は事業者に対する金銭債権に係る担

保権の目的である不動産（担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物

である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含みます。）及び動産の売買、交換若しくは貸

借又はその代理若しくは媒介を行う事業

ｋ．外国法人向け出資等の取得及び保有であって、その取得の価額の合計額が、総出資履行金額（但し、Ｖ２－Ｃの場

合は総出資金額）の100分の50に満たない範囲内において前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行

うもの

ｌ．本組合契約の目的を達成するため、次に掲げる方法により行う業務上の余裕金の運用

(ⅰ)銀行その他の金融機関への預金又は郵便貯金

(ⅱ)国債又は地方債の取得

(ⅲ)外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関（その機関の本店又は主たる事務所の所在

する国の政府が主たる出資者となっている機関をいいます。）、外国の地方公共団体が主たる出資者となって

いる法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得
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②　投資基準及び投資予定

本組合による投資は、並行投資ファンドの一部と投資証券等を共有名義で保有して効率的に行うため、原則としてＶ

２共有ファンドを通じて行うこととしております。従って、以下は、Ｖ２共有ファンドにおける投資基準及び投資予定

を記載しております。

イ．業種について

特定の業種に過度に集中することなく分散して投資を行い、バランスのとれたポートフォリオを形成するよう努

めます。これにより、経済環境、産業構造の変化等に柔軟に対応できるポートフォリオの構築を図るとともに、新

しい事業分野を早い段階から捉えることを可能とすることを目指しています。

ロ．企業の成長段階について

特定の成長段階に過度に集中することなく分散して投資を行い、バランスのとれたポートフォリオを形成するよ

う努めます。レーター、ミドルステージ＊＊の企業に一定割合の投資を行うことで、投資先事業者等の早期上場を

実現し、本契約期間の初期段階での収益化を図ります。これにより、プライベートエクイティ・ファンドでは一般

的とされている「Ｊカーブ＊」の落ち込みを浅く、短くするとともに、より高いパフォーマンスの獲得を目指し

ます。

・レーター、ミドルステージ投資＊＊

事業基盤の確立した段階の企業に対しては、資本構成の再構築を含めた投資を行う予定です。また、社歴の長い地

方の中堅優良企業や大企業の事業部門の切り離しに伴う分社化などの投資機会も捉えていく予定です。この段階

への投資では、他のステージと比較して、高いリターンよりも短期間で確実な上場可能性を重視します。

・アーリーステージ投資＊＊

売上は立っているものの、収益がまだ安定していない企業に対して、投資を行う予定です。優れた技術やサービス

を提供する企業へ積極的に投資を行うとともに、経営支援により投資リスクの低減を狙います。

・スタートアップ投資＊＊

まだ売上が立っていない段階の企業に対して、投資を行う予定です。大学や研究所等の技術シーズの事業化など、

経営陣の人選から支援するようなケースがありえます。またその一方で、大企業からのスピンアウト、スピンオフ

等により起業を行う場合など、コア技術が確立しており、短期間で上場を果たせる企業に投資を行う予定です。

＊　Ｊカーブ：プライベートエクイティ・ファンドでは、設立初期のポートフォリオ構築のための期間において、経費に対して収益が伴わ

ず累積損益がマイナスとなることが多く、組合財産の推移がＪの字を描くことから名付けられたもの。

＊＊ステージ分類

レーターステージ：主要製品・事業の売上が立ち、営業キャッシュフローは黒字化し、かつ資金繰りも安定している段階

ミドルステージ　：主要製品・事業の売上が立ち、営業キャッシュフローは黒字化している（但し、一過性の赤字は妨げません。）が、

資金繰りがまだ不安定な段階

アーリーステージ：投資対象となった主要製品の売上は立っているが、営業キャッシュフローは赤字の段階

スタートアップ：投資対象となった主要製品・事業の売上が立っていない段階

なお、医療・バイオ分野のステージ分類の基準は、創薬関連はフェーズⅠ以前、再生医療関連は研究開発段階を、それぞれスタート

アップ投資とするなど、上記のステージ分類とは異なります。

 

ハ．地域について

本組合は、主にＶ２共有ファンドを通じて、主に国内企業への投資を行いますが、外国法人が発行する投資証券等

及び外国に所在する投資組合等の持分の取得価額の総額は、本組合の総出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は

総出資金額）の30％を上限とします。また、外国法人が発行する投資証券等の取得価額の総額が本組合の総出資

履行金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総出資金額）に占める割合は、常に50％未満とします。

ニ．ＧＰ関係ファンドへの出資について

本組合は、主にＶ２共有ファンドを通じて、ＧＰ関係ファンドへの出資を行うことができますが、ＧＰ関係ファン

ドへの出資は本組合の総出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総出資金額）の30％を上限とします。具体的に

は提出日現在、以下の運用者によるＧＰ関係ファンドへ出資しておりますが、これらに限られません。

運用者 投資対象

JAFCO America Ventures Inc.北米情報通信関連

JAFCO Investment（Asia Pacific）Ltdアジア、オーストラリア等のテクノロジー関連

 

ホ．投資規模

Ｖ２共有ファンドにおける１事業者あたりの累計投資金額は、Ｖ２共有ファンドの総出資約束金額の10％を上限

とします。

へ．ＧＰ関係ファンドが保有する投資証券等の取得

本組合は、上記範囲及び適用法令の範囲内で、本組合がＶ２共有ファンドを通じて出資するＧＰ関係ファンドが
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保有する投資証券等のうち、本組合の持分に相当するものを譲り受けることができますが、取得価額の総額は本

組合の総出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総出資金額）の30％を上限とします。

 

（３）【運用体制】

本組合の運営は、無限責任組合員である株式会社ジャフコが行います。また、野村信託銀行株式会社に、本組合の会計

等の事務を含む組合財産管理業務を委託しています。

Ｖ２共有ファンドの運営は、その無限責任組合員である株式会社ジャフコが行います。株式会社ジャフコが投資先事

業者等の発掘及び投資を行うとともに、その投資先事業者の育成、組合財産の運営管理、及びその他組合運営に必要な

業務を執行します。

なお、無限責任組合員の組織図を参考情報として掲載します。
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（別　表）
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（４）【分配方針】

①　投資証券等の売却代金及びＶ２共有ファンドからの分配金は、有限責任組合法の規定（下記⑤参照）に違反しない限

りにおいて、無限責任組合員の裁量により、いつでも組合員に分配することができます。但し、分配を行う場合は事前

に各組合員に対し書面で通知するものとします。

②　無限責任組合員が、本組合で保有する投資証券を現物で分配する場合には、有限責任組合員の総持分金額のうち３分の

２以上を出資する有限責任組合員の異議がないことを条件とします。

③　投資証券を現物により分配する場合は、投資証券が市場性のある有価証券の場合は分配日の前日の最終価格、市場性の

ある有価証券でない場合は本組合契約に規定する「投資資産評価準則」に従って無限責任組合員が定めた評価額で

評価します。また現物分配に際しては、分配を受けた有限責任組合員が、合理的に可能な範囲内で速やかに、当該投資

証券の名義変更など必要な変更を行うものとします。さらに、無限責任組合員は、相当と認める端数調整を行うことが

できます。

④　分配を現金で為す場合は、無限責任組合員は、当該投資証券等又は投資知的財産権を売却した場合、売却費用等の経費

を控除した売却手取金を組合持分に従い組合員に分配するものとし、また、Ｖ２共有ファンドから現金を受領した場

合は、受領した現金を組合持分に従い組合員に分配します。売却の時期、方法等売却に関する事項は全て無限責任組合

員が決定します。

⑤　貸借対照表上の純資産額を超えて組合財産を分配することはできません（有限責任組合法第10条）。これに違反して

分配を受けた場合、分配を受けた組合員は、分配の日から５年以内に限り、当該分配を受けた額の範囲で組合の債務を

弁済する義務を負います。

なお、本組合の事業に関する損益は、各事業年度末において、各組合員にその持分金額の割合に応じて帰属します。但

し、これにより有限責任組合員の持分金額が零を下回ることとなる場合には、当該零を下回る部分に相当する損失は

全て無限責任組合員に帰属し、かかる場合、無限責任組合員の持分金額が零以上にならない範囲で本組合の利益は全

て無限責任組合員に帰属します。

 

（５）【投資制限】

上記「２　投資方針、(2)投資対象」に記載されたもの以外の投資制限は特にありません。但し、本組合による投資は、

下記「３　投資リスク、(1)本組合契約のリスク、①投資対象に関するリスク、へ．」に記載された投資ガイドラインの

制約を受けます。また、組合契約上、本組合は、借入れを行うことを禁じられており、また、投資証券等又は投資知的財

産権の処分により得られた現金は、投資証券等又は投資知的財産権の取得の為に用いてはならないとされています。
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３【投資リスク】

 

　本組合への出資は、一定の投資目標の達成及び元本の返還が保証されているものではありません。本組合への出資金の一部

又は全部に損失が生ずる可能性が存在します。以下には、本組合出資持分への投資に関してリスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項を記載しています。但し、以下は本組合出資持分への投資に関するすべてのリスクを網羅したもので

はなく、各投資者は、自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして、本書に記

載された事項その他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。

 

(1)本組合契約のリスク

①　投資対象に関するリスク

本組合による投資は、原則としてＶ２共有ファンドを通じて行いますので、以下の投資対象及び投資先事業者等は、主

としてＶ２共有ファンドにおける投資対象及び投資先事業者等を意味するものであります。

イ．投資対象一般に関するリスク

ａ．投資判断の基になる情報の正確性に関するリスク

主な投資対象である未上場企業への投資は、上場企業への投資に比べ投資の前提となる情報量が一定でなく、

正確性にもばらつきがあります。このため、未上場企業から取得した情報に基づいて投資判断を行った場合に、

十分に適切な情報を把握できず、組合財産に悪影響を与える可能性があります。

ｂ．流動性リスク

主な投資対象となる未上場企業の有価証券等は、上場企業が発行する株式と比較して、流動化の機会が上場、

Ｍ＆Ａ等を通じた売却等に限られており、売却の機会があること又は投資元本全額を回収できることは保証さ

れておりません。また、投資先事業者等が上場した場合であっても、当該証券の市場での取引量が少ない場合に

は、売却機会を得るために、市場実勢から期待される価格以下でしか売却できないこともあります。

ｃ．投資先事業者等の上場等に関するリスク

投資先事業者等が新規上場する時期によっては、期待通りの投資収益を得られない場合があります。また、投資

先事業者等が上場した場合でも、上場後一定期間株式を市場で売却しないことを約するロックアップ条項の存

在又はその他の理由により、当該株式等を相当の期間売却できない場合があります。さらに、投資先事業者等の

上場に際し売出人となる場合には、金融商品取引法又は引受証券会社との間の契約に基づき損害賠償、補償等

の責任を負う場合があります。同様に、投資先事業者等のＭ＆Ａ等の際に売却する場合には、買主等との間の契

約に基づき、損害賠償、補償等の責任を負う場合があります。

ｄ．企業価値の変動リスク

主な投資対象となる未上場企業は、上場企業に比べ、収益が安定しておらず、投資にかかるリスクが大きいとい

う側面があります。倒産可能性、不安定な財務体質、人的資源・経営資源の制約、研究開発能力の限界等に伴う

リスクや不確実性が高いものです。国内外の政治・経済・社会情勢等の影響を受けるほか、当該未上場企業が

属する業界の技術進歩が著しく早いために、投資先事業者等の技術・ビジネスモデルが早期に陳腐化する可能

性があります。また当該産業が激しい競争に晒され、投資先事業者等が淘汰されてしまう可能性もあります。当

該産業分野全体が、何らかの理由により、衰退する可能性もあります。

こうした事態が生じ企業価値が変動した場合には、Ｖ２共有ファンド及び本組合の投資収益が悪影響を受ける

可能性があります。投資時の計画通りに事業が進捗せず、財務状況が悪化した結果、他社への事業売却、倒産等

に至り、投資資金が全く回収できない場合もあります。投資先事業者等の株式上場やＭ＆Ａ等があった場合で

あっても、その株式を投資コストを上回って売却できる保証はありません。投資先事業者等が無限責任組合員

の想定したとおりに成長できずに業績が悪化し、その発行する有価証券等の価値が下落した場合、Ｖ２共有

ファンド及び本組合の保有する資産の価値も下落し、払込出資金の一部又は全部が毀損し、期待どおりの収益

を得られない可能性があります。

ロ．投資先の集中に伴うリスク

Ｖ２共有ファンドにおける１投資先事業者あたりの累計投資金額の上限は、総出資約束金額の10％としますが、例

外的に同一の分野又は同一の投資先事業者等に過度に集中して投資を行った場合、その分野が期待したように成長

しなかったり、その投資先事業者等の経営状況に不測の事態が生じた場合には、Ｖ２共有ファンド及び本組合の投

資収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

ハ．投資先事業者等の地域集中リスク

本組合は、主にＶ２共有ファンドを通じて日本国内の企業に投資します。このため、日本の経済情勢の悪化は、Ｖ２

共有ファンド及び本組合の運用成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、Ｖ２共有ファンド及び本組合は、北

米及びアジア等を対象としたファンドにも投資を行いますが、これらの地域の市場環境、景気変動及び為替の変動
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により、期待通りの収益を上げられない可能性があります。

ニ．海外投資にかかるリスク

本組合は、Ｖ２共有ファンドを通じて海外の企業にも投資することができますが、為替の変動を受けること、投資先

の遠隔性から企業情報の入手に物理的な限界が生ずること及び政情不安等により、期待通りの収益を上げられない

可能性があります。

ホ．他の投資ファンドとの競合リスク

近年未上場株式投資ファンドやバイアウト投資ファンドの設立が相次ぎ、未上場株式投資をはじめとする投資ビジ

ネスは競争が激しくなっています。激しい競争条件の下で、Ｖ２共有ファンドの無限責任組合員が努力を尽くした

場合であっても、競合する他の投資ファンド等よりも魅力的な条件を提示できないときは企図した企業に投資でき

ないこととなり、また、本組合が提示した条件により投資することができたときでも取得コストが上昇することと

なり、本組合が期待通りの収益を上げられない可能性があります。

ヘ．投資ガイドラインの制定及び変更にかかるリスク

本組合が出資するＶ２共有ファンドは、Ｖ２共有ファンドの投資事業有限責任組合契約に定める投資ガイドライン

（以下「投資ガイドライン」といいます。）に従って投資を行います。投資ガイドラインの制定及び変更の際は、無

限責任組合員は有限責任組合員に対し当該内容をあらかじめ書面で通知し、本組合の有限責任組合員はこれに対し

意見を述べることができますが、Ｖ２共有ファンドの無限責任組合員が投資ガイドラインを定めることができると

されていますので、その全部又は一部が本組合の有限責任組合員の意に反した内容で制定又は変更されるリスクが

あります。

ト．Ｖ２共有ファンドの解散にかかるリスク

Ｖ２共有ファンドは、(a)無限責任組合員が、Ｖ２出資ファンドの有限責任組合員の総出資約束金額（又は総出資金

額）のうち４分の３以上の者の同意を得た上、Ｖ２共有ファンドがその事業の目的を達成し又は達成することが不

能に至ったと決定した場合、又は(b)無限責任組合員が脱退した後、Ｖ２出資ファンドの有限責任組合員の総出資約

束金額（又は総出資金額）のうち４分の３以上の者の同意による後任の無限責任組合員の選任がなされないまま

２週間が経過した場合には、解散されます。かかる場合、投資先事業者等に対して、Ｖ２共有ファンドを通じて投資

するのではなく、本組合から直接投資するように、投資方法の変更が行われる可能性があります。

②　利益相反

イ．本組合は、適用法令の範囲内において、以下の(ⅰ)から(ⅲ)に記載する取引を行うことが認められております。

(ⅰ)無限責任組合員又はその取締役、監査役及び執行役を含む役員（金融商品取引法第21条第１項第１号に定める

意味によります。以下同じ。）又は使用人との間の取引であって、かつ、以下のいずれかに該当する取引。

　　(a)　無限責任組合員が、全ての有限責任組合員に対し、予め当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の

説明（以下「取引説明」といいます。）を行い、当該取引を行うことにつき、全ての有限責任組合員の半

数以上であって、かつ、全ての有限責任組合員の総持分金額の４分の３以上を出資する有限責任組合員の

同意を得て行う取引。但し、当該取引は、業府令第128条第２号ロに規定される要件を満たさなければなら

ないものとし、また、当該取引を行うことに同意しない有限責任組合員が、取引説明を受けた日から20日

以内に請求した場合には、本組合は、当該取引を行った日から60日を経過する日までに、当該有限責任組

合員の有する組合員たる地位を公正な価額で組合財産をもって買取るものとします。

(b)　業府令第128条第３号に定める所管金融庁長官等の承認を受けた取引。

(ⅱ)無限責任組合員の関係会社との間の取引であって、無限責任組合員が全ての有限責任組合員に対し、予め取引

説明を行い、当該取引を行うことにつき、全ての有限責任組合員の総持分金額のうち３分の２以上を出資する

有限責任組合員の同意を得て行う取引。

(ⅲ)Ｖ２共有ファンドその他のＧＰ関係ファンドに係る組合契約の締結（修正及び出資の増額を含みます。）及び

その履行

ロ．　本組合は、適用法令の範囲内において、ＧＰ関係ファンドと以下の(ⅰ)から(ⅲ)に記載する取引を行うことが認め

られております。

(ⅰ)無限責任組合員が業務を執行するＧＰ関係ファンドとの間の取引であって、以下のいずれかに該当する取引。

(a)　無限責任組合員が、全ての有限責任組合員及び当該ＧＰ関係ファンドの全ての権利者（金融商品取引法第

42条に規定する権利者をいいます。）（以下「ＧＰ関係ファンド権利者」といいます。）に対し、予め取

引説明を行い、当該取引を行うことにつき、全ての有限責任組合員の半数以上であって、かつ、全ての有限

責任組合員の総持分金額の４分の３以上を出資する有限責任組合員の同意、及び、当該ＧＰ関係ファンド

権利者の半数以上であって、かつ、その総持分金額の４分の３以上を出資する当該ＧＰ関係ファンド権利

者の同意を得て行う取引。但し、当該取引は、業府令第129条第１項第２号ロに規定される要件を満たさな

ければならないものとし、また、当該取引を行うことに同意しない有限責任組合員が、取引説明を受けた

日から20日以内に請求した場合には、本組合は、当該取引を行った日から60日を経過する日までに、当該
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有限責任組合員の有する組合員たる地位を公正な価額で組合財産をもって買取るものとします。

(b)　業府令第129条第１項第１号イ及びロに規定される要件の全てを満たす取引。

(c)　業府令第129条第１項第３号に定める所管金融庁長官等の承認を受けた取引。

(ⅱ)無限責任組合員の関係会社が業務を執行するＧＰ関係ファンドとの間の取引であって、かつ、無限責任組合員

が全ての有限責任組合員に対し、予め当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明を行い、当該取

引を行うことにつき、全ての有限責任組合員の総持分金額のうち３分の２以上を出資する有限責任組合員の

同意を得て行う取引。

(ⅲ)Ｖ２共有ファンドその他のＧＰ関係ファンドに係る組合契約の締結（修正及び出資の増額を含みます。）及び

その履行。

ハ．無限責任組合員は、イ．に規定する場合を除いて、自己又は第三者のために、本組合と取引は行いません。また、無限

責任組合員は、イ．に規定する場合を除いて、本組合のために、その取締役、監査役及び執行役を含む役員若しくは

使用人又は関係会社と取引を行いません。

ニ．本組合は、ロ．に規定する場合を除いて、ＧＰ関係ファンドと取引を行いません。

ホ．無限責任組合員、ＧＰ関係ファンド又はそれらの関係者は、本組合と同種の事業を行うことができるものとされ、本

組合と類似した事業を営む投資ファンドを現在運営・管理しており、今後も運営・管理します。無限責任組合員、Ｇ

Ｐ関係ファンド又はそれらの関係者は、そこから生じる投資・処分機会を本組合に提供する義務は負いませんの

で、本組合は、無限責任組合員が得た投資・処分機会の全てを享受できない可能性があります。

ヘ．無限責任組合員は、無限責任組合員として為すべき業務を超えたサービスとして行った投資先事業者に対する経営

支援、資金提供及びその他の役務提供から得る利益を、本組合に対し出捐する義務を負いません。

③　過去及び他の投資事業組合の運用成績

株式会社ジャフコは、これまでにも、未上場企業等への投資を行う投資事業組合を運営・管理した実績がありますが、

それらの投資事業組合は、本組合とは設立時期、投資目的、投資対象、運用期間等の条件・性格が同一ではありません。

従って、それらの運用成績は、本組合の運用成績を保証又は示唆するものではありません。

④　組合員の地位に流動性がないリスク

本組合契約に基づく組合員たる地位の譲渡は、本組合契約第31条により、無限責任組合員又は他の有限責任組合員に

対しその組合員たる地位を譲渡する場合を除き、無限責任組合員の書面による事前の承諾がない限り認められておら

ず、出資金の回収手段が制約されています。かかる譲渡は相対によるものであり、無限責任組合員は、譲渡の相手先の

選定及び譲渡価格についていかなる関与も行う義務を負いません。なお、本組合契約に基づく組合員たる地位を取引

する市場は存在しません。なお、無限責任組合員は、有限責任組合員に５営業日前までの書面による通知をすることに

より、その組合出資持分の一部を譲渡することが可能です。

⑤　無限責任組合員の破産等のリスク

無限責任組合員は、破産、解散（合併の場合を除きます。）、除名（本組合契約上の重大な義務の違反その他一定の事

由に該当した場合に有限責任組合員の全員の一致により除名されます。）により脱退します。無限責任組合員は１名

しか存在しないため、無限責任組合員が破産等により脱退した場合は、その事由が生じたときから２週間以内に、有限

責任組合員の総持分金額のうち４分の３以上を出資する有限責任組合員の同意を得て、後任の無限責任組合員を選任

する必要があります。後任の無限責任組合員が選任されない場合は、本組合は解散することになります。

⑥　無限責任組合員の免責に伴うリスク

無限責任組合員は、故意又は重過失がない限り、本組合の業務の執行の結果又は本組合契約上の裁量権の行使若しく

は不行使の結果により生じた損失又は損害に関して、免責されております。有限責任組合員は無限責任組合員の軽過

失に基づく本組合の業務の執行の結果又は本組合契約上の裁量権の行使若しくは不行使の結果により生じた損失又

は損害に関して責任を追及できません。

⑦　第三者への業務委託に伴うリスク

無限責任組合員は、本組合の事業目的である投資活動を第三者に委任することはありませんが、無限責任組合員は、そ

の責任において、組合財産管理業務を野村信託銀行株式会社に委託いたします。また、組合財産管理業務以外の本組合

事務の全部又は一部を相当と判断するものに委託する可能性があります。従って、野村信託銀行株式会社その他の受

託者（組合口座の開設銀行を含みます。）につき破産、民事再生等の倒産手続開始の申立がなされた場合等、本組合の

運用に悪影響が生じるリスクがあります。

⑧　有限責任組合員の脱退のリスク

有限責任組合員は、破産、解散（合併の場合を除きます。）若しくは除名（本組合契約上の重大な義務の違反その他一

定の事由に該当した場合に当該有限責任組合員の持分金額を除いた金額の過半数を出資する有限責任組合員の同意

を得て除名されます。）の場合、又はやむを得ない理由のある場合に限って組合を脱退することができます。脱退によ

る組合財産の分配の場合、脱退組合員は脱退時における組合財産のうち、現金及び現金同等物に対する自己の組合持

分の２分の１に相当する金額に限り払戻しを受けることができます。本組合は、Ｖ２共有ファンドを通じて流動性の
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ない未上場有価証券等に投資しているため、投資部分の払戻しは一切請求できず、その結果、出資元本を著しく割り込

むこととなります。また、かかる脱退による払戻しは、その発生時期及び総出資履行金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総

出資金額）に占める割合によって、本組合の運用成績に影響を与える可能性があります。

⑨　他の有限責任組合員が、キャピタル・コールに応じないリスク

Ｖ２－Ｄについては、有限責任組合員は、無限責任組合員からの10営業日前までに書面による通知を受領した場合、出

資すべき金額として本組合名義の口座に現金を払い込むことが義務づけられていますが、予定された払込の相当部分

が期日までになされなかった場合、予定されていた投資が実行できず、本組合の運用成績に重大な影響を与える可能

性があります。

⑩　法令、税制及び政府による規制の変更のリスク

本組合は、金融商品取引法、有限責任組合法等の適用を受けておりますが、本契約期間中に本組合に適用のある他の法

令、税制及び政府による規制の新設・変更があった場合には、本組合の事業遂行に悪影響が生じる可能性や、組合員の

税負担が増大し、その結果、組合員の受領する分配金又は払込出資金額の税負担考慮後の返還額に悪影響を及ぼす可

能性があります。

⑪　有限責任組合員の課税上のリスク

有限責任組合員は、現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない（現金分配を受けていない）場合であって

も、本組合契約により、組合員たる法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法

人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています。本組合のように当該組合事業に係る損益

を毎年１回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後１年以内である

場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事

業年度の益金の額又は損金の額に算入することが認められます。なお、組合損失の損金算入につきましては法人税法

に規定する調整出資金額の残高を限度として損金算入が認められます。

⑫　組合契約の修正のリスク

無限責任組合員は、有限責任組合員の総持分金額の３分の２以上を出資する有限責任組合員の同意を得て、本組合契

約を適宜修正できます。かかる特別多数決による本組合契約の修正の結果、有限責任組合員の権利又は義務は、当初出

資をした時の本組合契約におけるものより不利益に変更される可能性があります。本組合契約に反対する有限責任組

合員の脱退又はその組合員たる地位の譲渡等は保証されておりません。

 

(2)投資リスクに対する管理体制

本組合による投資は、原則としてＶ２共有ファンドを通じて行っておりますので、以下に記載するのは、Ｖ２共有ファン

ドを通じた投資に関する管理体制であります。

①　分散した投資ポートフォリオの構築

　　地域、業種又は成長ステージによって分散されたポートフォリオを構築することにより、株式市場や景気動向等の外的

環境の変動リスクを抑えることを企図しています。

②　投資決定における客観性の確保

投資先事業者候補の精査にあたっては、通常は投資部門と並行して審査部門による審査を行っております。投資委員

会では、投資部門から投資案件の説明が行われるほか、審査部門から審査意見が提示される等、多様な視点から慎重に

審議がなされます。

③　投資契約による投資先ガバナンス

投資契約とは、投資にあたって投資先事業者と締結する契約をいいます。投資契約は、投資により株主としての権利を

確実に取得する手続き、投資の実行後の情報入手や取締役会など重要な会議に参加できる権利、投資契約が守られず、

あるいは何らかの理由で上場を断念する場合の取得株式の処分条件などを定めています。投資契約は、個別の投資案

件ごとのリスクを検討し、そのリスクを回避あるいは最小化することを主眼として作成され、投資先事業者との交渉、

法務審査及び投資委員会での承認を経て締結されます。

④　モニタリング機能の充実

投資先事業者等の経営状況に関しては、リスクの早期発見と対応を図るため適宜モニタリングを行い、四半期毎に、全

投資先事業者を対象とした評価の見直しをその状況に応じて行っております。さらに、投資先事業者の事業進捗や財

務数値等主な指標はデータベース化されており、効率的な把握・管理を行うことが可能となっています。

⑤　投資先の経営指導等、企業価値向上に資する各種施策の提示

投資先事業者等の役員就任権や取締役会など経営に関する会議への出席権を取得する等、投資先事業者等の企業統治

に資するように行動するよう努めます。また、投資先事業者等の企業価値を高めるために、投資担当者のみならず企業

価値向上のための専門部署を設けています。

⑥　投資資金の機動的な回収
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未上場投資証券の流動化を担当する部署を設置しており、迅速な回収活動のため、投資部門の当初担当部署から投資

先事業者等の担当を移管することがあります。投資先事業者の株式上場が困難であると判断した場合には、その状況

に応じて、投資契約書に基づく売却や買戻しの交渉だけでなく、資本提携の提言を絡めて第三者への売却や金庫株に

よる自己株式取得の提言等を行っています。

⑦　上場株式等の売却手続の明確化

上場株式の売却は、投資先事業者等の担当部店とは別の、独立した専門部署で担当しています。上場株式の売却にあ

たっては、市場環境を勘案し、その売却数量及び時期に関する方針を個別に検討した上、実行しております。

 

(3)リスクの確認

有限責任組合員は、予め本組合契約締結に際して、本組合のスキーム及び本組合事業に各種の事業リスクがあり、払込出

資金額の回収及び利益を保証されないとの出資リスクがあることを十分に理解し、了承するものとします。
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４【手数料等及び税金】

 

（１）【申込手数料】

本組合出資の申込み時に投資者は手数料を徴収されません。

 

（２）【払戻し手数料】

各組合員の本組合からの脱退は、原則として認められませんが、組合員は、本契約期間中に、破産、解散若しくは除名の

場合又はやむを得ない理由のある場合に限り脱退することができます。但し、脱退組合員は脱退時の組合財産のうち

現金及び現金同等物に対する自己の組合持分の２分の１に相当する金額のみしか払戻しを受けることはできません。

なお、出資履行金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は出資金額）の払戻しは、脱退組合員に対する持分の払戻し、本契約期間

における組合財産の分配、清算時の分配及び上記「３　投資リスク、(1)本組合契約のリスク、②利益相反、イ(ⅰ)(a)又

はロ(ⅰ)(a)」記載の買取り以外の場合には行われません。

 

（３）【管理報酬等】

①　管理報酬

本組合の業務執行（本組合の出資持分に相当するＶ２共有ファンドの業務執行を含みます。）に対する管理報酬とし

て、無限責任組合員に対し、下記の年率を総出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総出資金額）（平成28年以降は直

前半期末に保有する投資証券等の取得価額の総額）に乗じた金額から当該期間につき組合管理業務委託契約に基づ

き財産管理受託者に支払われる報酬に相当する金額を控除した金額が、原則として四半期毎に前払いで本組合財産か

ら支払われます。なお、四半期に満たない期間について計算する必要がある場合は、両端日割計算によります。

＜Ｖ２－Ｃ＞

いずれも総出資金額に対し、

本組合又はＶ２共有ファンドが最初の投資を実行した日のいずれか早い日が属する月の１日から平成22年12月31

日まで

 2.8875％（税抜き2.75％）

平成23年１月１日から平成24年12月31日まで 2.3625％（税抜き2.25％）

平成25年１月１日から平成26年12月31日まで 1.8375％（税抜き1.75％）

平成27年１月１日から平成27年12月31日まで 1.3125％（税抜き1.25％）

平成28年１月１日から本契約期間の最終日まで

直前半期末に保有する投資証券等の取得価額の総額に対して0.525％（税抜き0.50％）

＜Ｖ２－Ｄ＞

いずれも総出資約束金額に対し、

本組合又はＶ２共有ファンドが最初の投資を実行した日のいずれか早い日が属する月の１日から平成22年12月31

日まで

 2.625％（税抜き2.50％）

平成23年１月１日から平成24年12月31日まで 2.100％（税抜き2.00％）

平成25年１月１日から平成26年12月31日まで 1.575％（税抜き1.50％）

平成27年１月１日から平成27年12月31日まで 1.050％（税抜き1.00％）

平成28年１月１日から本契約期間の最終日まで

直前半期末に保有する投資証券等の取得価額の総額に対して0.525％（税抜き0.50％）

但し、本組合及び／又はＶ２共有ファンドがＧＰ関係ファンドに出資する場合には、本組合に係る当該ＧＰ関係ファ

ンドに対する出資約束金額相当額を、本組合の総出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総出資金額）より控除する

ものといたします。

設立費用及び管理報酬の負担を含む本組合の損益の帰属割合については、効力発生日から組合員たる地位にある組合

員と追加出資を認められた組合員との間に、差異はないものとします。

②　成功報酬

無限責任組合員に対する成功報酬として、各事業年度における利益の21％（税抜き20％）が各事業年度毎に本組合財

産より支払われます。この場合の利益は、成功報酬支払前のものであり、本組合の未実現損益、ＧＰ関係ファンドに関

わる実現損益及び余資運用益を含めないこととし、前年度からの繰越損がある場合は、繰越損控除後にプラスである

場合に限って成功報酬が支払われます。但し、本組合の解散時において、無限責任組合員が受領した成功報酬累計額が

上記に基づき算出した損益累計額の20％を超える場合には、その超過額を組合財産に返還いたします。

EDINET提出書類

株式会社ジャフコ(E04806)

有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）

24/66



 

（４）【その他の手数料等】

①　設立費用

本組合の組成に関する費用（本組合契約の作成費用、登記費用、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対する報酬、

旅費・交通費等勧誘に係る費用を含みます。）のうち、本組合の総出資約束金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は総出資金

額）の0.21％（税抜き0.2％）は、本組合が組合財産より負担し、これを超える金額は無限責任組合員の負担としま

す。

設立費用及び管理報酬の負担を含む本組合の損益の帰属割合については、効力発生日から組合員たる地位にある組合

員と追加出資を認められた組合員との間に、差異はないものとします。

②　追加出資手数料

＜Ｖ２－Ｃ＞

追加出資を行う者は、無限責任組合員が別途書面により指定する払込日までに、追加出資金額の全額及び追加出資手

数料を支払います。追加出資手数料は、追加出資金額に対し、初回払込日の翌日から追加出資の払込日までの期間につ

いて年率1.05％（税抜き１％）に相当する金額とします。

＜Ｖ２－Ｄ＞

追加出資を行う者は、無限責任組合員が別途書面により指定する払込日までに、追加出資の初回払込金額及び追加出

資手数料を支払います。追加出資手数料は、追加出資の初回払込金額に対し、初回払込日の翌日から追加出資の最初の

払込日までの期間について年率1.05％（税抜き１％）に相当する金額とします。

③　その他の費用

無限責任組合員は、本組合の事業及び目的達成のための経常的費用（役職員の賃金、報酬、投資対象の発掘及び投資先

事業者等への経営支援に要する費用等で、無限責任組合員として負担すべき費用）を、管理報酬から賄います。

本組合の事業のために本組合が負担すべき費用、原価、報酬その他の債務（弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に

対する報酬、組合管理業務委託契約に基づき財産管理受託者に対して支払われる組合財産の管理業務に関する報酬及

び費用、投資証券等の取得又は処分に係る費用を含みます。）は、本組合が組合財産より負担します。

④　遅延損害金

出資の払込を遅滞した組合員は、本組合契約に基づき本組合に払込を行うべき日の翌日から払込をすべき金額の全額

が払い込まれた日までの期間につき、本組合に対し当該金額の未払込残高に対して年14％（１年を365日とする両端

日割計算）の割合で計算した遅延損害金を支払うものとします。

 

（５）【課税上の取扱い】

組合員の大多数を占める法人に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合

は、その内容が変更されることがあります。組合員は、個々の状況に応じた課税上の取扱いについて、各自の財務・税

務顧問に相談する必要があります。

組合員は、本組合契約の規定により利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額は、実際に現金による

利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、上記３.(1)⑪記載のとおり益金の額又は損金の額

に算入することになります。

無限責任組合員は、各組合員に帰属する利益又は損失の額につき、所得税法第227条の２に基づき、各組合員の所得に

関する計算書を管轄の税務署に、各事業年度終了後定められた期日までに提出するものとされています。

本組合契約の規定により利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額は、実際に現金による利益の分配

を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、組合の計算期間の終了する日の属する事業年度の益金の額又は

損金の額に算入し、組合から分配を受けるべき利益の額又は負担すべき損失の額は、原則として次のイ．の方法によ

り計算しますが、ロ.又はハ.の方法による場合は、課税上弊害がないこと、継続して当該方法によることを条件として

適用が認められます。

イ．組合の収入金額、支出金額、資産、負債等を、本組合契約の規定による持分割合に応じて各組合員のこれらの金額

として計算する方法。

ロ．組合の収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその持分割合に応じて各組合員の

これらの金額として計算する方法（この方法による場合には、各組合員は、組合の取引等について受取配当等の

益金不算入、所得税額の控除等の規定の適用はありますが、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定の適用はあ

りません）。

ハ．組合について計算される利益の額又は損失の額をその持分割合に応じて各組合員に分配又は負担させる方法

（この方法による場合には、各組合員は、組合の取引等について、受取配当等の益金不算入、所得税額の控除、引当

金の繰入、準備金の積立て等の規定の適用はありません）。
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５【運用状況】

 

（１）【投資状況】

＜Ｖ２－Ｃ＞

   平成24年12月31日現在

資産の種類 地域別 時価合計（千円）
組合等の資産総額に対す
る投資比率（％）

投資資産 出資持分 日本 3,068,953 74.5

  アジア 492,388 12.0

  アメリカ 427,476 10.4

投資損失引当金   △1,643,941 △39.9

その他の資産 現金及び預金  123,325 3.0

 有価証券  1,627,715 39.5

 その他  21,925 0.5

合計（資産総額）  4,117,843 100.0

（注）上記有価証券は、譲渡性預金、フリーファイナンシャルファンド及びキャッシュ・リザーブ・ファンドであり、預金と同様の性格を有す

るものであるため、取得原価をもって貸借対照表価額としております。

 

 金額（千円） 資産総額に対する比率（％）

負債総額 1,113 0.0

純資産総額 4,116,729 100.0

 

＜Ｖ２－Ｄ＞

   平成24年12月31日現在

資産の種類 地域別 時価合計（千円）
組合等の資産総額に対す
る投資比率（％）

投資資産 出資持分 日本 4,513,166 99.7

  アジア 724,100 16.0

  アメリカ 628,642 13.9

投資損失引当金   △2,417,561 △53.4

その他の資産 現金及び預金  179,786 4.0

 有価証券  866,099 19.1

 その他  32,243 0.7

合計（資産総額）  4,526,477 100.0

（注）上記有価証券は、譲渡性預金、キャッシュ・リザーブ・ファンドであり、預金と同様の性格を有するものであるため、取得原価をもって貸

借対照表価額としております。

 

 

 金額（千円） 資産総額に対する比率（％）

負債総額 1,548 0.0

純資産総額 4,524,929 100.0
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（２）【運用実績】

①【純資産等の推移】

（注）財務諸表の監査を受けた当事業年度末の金額まで記載しております。

 

＜Ｖ２－Ｃ＞

期間 総資産額（千円） 純資産総額（千円）
１口当たりの純資産額

（円）

平成18年１月31日 12,003,633 11,951,877 99,598,976

平成18年６月30日 11,867,214 11,867,214 98,893,453

平成18年12月31日 11,741,537 11,741,481 97,845,681

平成19年６月30日 12,393,510 12,393,081 103,275,680

平成19年12月31日 11,074,914 11,074,698 92,289,158

平成20年６月30日 10,006,484 10,004,227 83,368,566

平成20年12月31日 8,418,611 8,417,699 70,736,970

平成21年６月30日 7,537,622 7,535,520 63,323,699

平成21年12月31日 6,760,139 6,756,776 56,779,632

平成22年６月30日 5,953,001 5,950,312 50,002,625

平成22年12月31日 5,641,306 5,637,566 47,374,507

平成23年６月30日 5,267,669 5,263,696 44,232,748

平成23年12月31日 4,976,682 4,971,749 41,779,408

平成24年６月30日 4,285,024 4,284,380 36,003,200

平成24年12月31日 4,117,843 4,116,729 34,594,363

 

＜Ｖ２－Ｄ＞

期間 総資産額（千円） 純資産総額（千円）
１口当たりの純資産額

（円）

平成18年１月31日 875,064 812,230 4,641,315

平成18年６月30日 7,705,015 7,705,015 44,028,660

平成18年12月31日 10,156,647 10,156,565 58,037,520

平成19年６月30日 14,619,132 14,618,507 83,534,330

平成19年12月31日 14,458,389 14,458,075 82,617,574

平成20年６月30日 12,914,928 12,911,592 73,780,529

平成20年12月31日 10,708,947 10,707,606 61,186,320

平成21年６月30日 9,430,649 9,427,654 53,872,314

平成21年12月31日 8,305,041 8,300,287 47,430,217

平成22年６月30日 7,135,775 7,131,887 40,753,645

平成22年12月31日 6,695,296 6,689,930 38,228,174

平成23年６月30日 6,163,630 6,157,855 35,187,746

平成23年12月31日 5,753,694 5,746,574 32,837,567

平成24年６月30日 4,754,402 4,753,501 27,162,866

平成24年12月31日 4,526,477 4,524,929 25,856,742
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②【分配の推移】

（注）財務諸表の監査を受けた当事業年度末の金額まで記載しております。

 

＜Ｖ２－Ｃ＞

計算期間 分配総額（千円）
１口当たりの分配金

（円）

第１期（平成17年12月１日～平成18年１月31日） － －

第２期（平成18年２月１日～平成18年12月31日） － －

第３期（平成19年１月１日～平成19年12月31日） ※696,000 5,800,000

第４期（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 880,600 7,400,000

第５期（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 178,500 1,500,000

第６期（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 178,500 1,500,000

第７期（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 119,000 1,000,000

第８期（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 987,700 8,300,000

（注）組合員の脱退により、分配総額1口が減少し、第4期首において690,200千円となっております。

 

＜Ｖ２－Ｄ＞

計算期間 分配総額（千円）
１口当たりの分配金

（円）

第１期（平成17年12月１日～平成18年１月31日） － －

第２期（平成18年２月１日～平成18年12月31日） － －

第３期（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 1,015,000 5,800,000

第４期（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 1,295,000 7,400,000

第５期（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 262,500 1,500,000

第６期（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 262,500 1,500,000

第７期（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 175,000 1,000,000

第８期（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 1,452,500 8,300,000

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

（注）自己資本利益率＝当期純利益（又は当期純損失）／期中平均純資産額（小数点第２位四捨五入）

なお、第１期につきましては、期首純資産額は、追加出資の最終日における出資履行金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は出資金額）として計算

しております。

（注）財務諸表の監査を受けた当事業年度末の金額まで記載しております。

 

＜Ｖ２－Ｃ＞

計算期間 自己資本利益率（％）

第１期（平成17年12月１日～平成18年１月31日） △0.4

第２期（平成18年２月１日～平成18年12月31日） △2.3

第３期（平成19年１月１日～平成19年12月31日） △2.8

第４期（平成20年１月１日～平成20年12月31日） △11.4

第５期（平成21年１月１日～平成21年12月31日） △19.9

第６期（平成22年１月１日～平成22年12月31日） △16.9

第７期（平成23年１月１日～平成23年12月31日） △9.1

第８期（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 0.2
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＜Ｖ２－Ｄ＞

計算期間 自己資本利益率（％）

第１期（平成17年12月１日～平成18年１月31日） △7.4

第２期（平成18年２月１日～平成18年12月31日） △6.7

第３期（平成19年１月１日～平成19年12月31日） △3.7

第４期（平成20年１月１日～平成20年12月31日） △12.8

第５期（平成21年１月１日～平成21年12月31日） △23.0

第６期（平成22年１月１日～平成22年12月31日） △20.0

第７期（平成23年１月１日～平成23年12月31日） △10.8

第８期（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 1.0

 

 

（３）【販売及び払戻しの実績】

（注）財務諸表の監査を受けた当事業年度末の金額まで記載しております。

 

＜Ｖ２－Ｃ＞

計算期間 販売口数 払戻し口数（注）

第１期（平成17年12月１日～平成18年１月31日）
120口

（うち国外１口）
－

第２期（平成18年２月１日～平成18年12月31日） － －

第３期（平成19年１月１日～平成19年12月31日） － －

第４期（平成20年１月１日～平成20年12月31日） － １口

第５期（平成21年１月１日～平成21年12月31日） － －

第６期（平成22年１月１日～平成22年12月31日） － －

第７期（平成23年１月１日～平成23年12月31日） － －

第８期（平成24年１月１日～平成24年12月31日） － －

（注）本組合は、平成20年11月26日に、本組合契約の規定（組合員の脱退）により、出資金額の払戻しを行いました。

 

＜Ｖ２－Ｄ＞

計算期間 販売口数 払戻し口数

第１期（平成17年12月１日～平成18年１月31日）
175口

（うち国外18口）
－

第２期（平成18年２月１日～平成18年12月31日） － －

第３期（平成19年１月１日～平成19年12月31日） － －

第４期（平成20年１月１日～平成20年12月31日） － －

第５期（平成21年１月１日～平成21年12月31日） － －

第６期（平成22年１月１日～平成22年12月31日） － －

第７期（平成23年１月１日～平成23年12月31日） － －
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第８期（平成24年１月１日～平成24年12月31日） － －
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６【管理及び運営】

 

（１）【資産管理等の概要】

①【資産の評価】

イ．１口当たりの純資産額

本組合出資１口当たりの純資産額は、本組合全体の純資産額を総出資口数で除して計算されます。純資産額は、出資

履行金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は出資金額）の総額に繰越累計損益及び当期損益を加えて分配金累計額を控除し

た金額です。繰越累計損益は純資産額の計算対象となる事業年度の前期以前における当期損益の累計額です。

当期損益は、未実現調整前当期損益に、未実現損益の調整を加味したものです。未実現調整前当期損益は、投資損益

とその他損益からなります。また、未実現損益の調整は、投資資産の評価損益からなります。未実現損益のうち未実

現利益については、組合財産の分配対象となる純資産額からは除かれます。

また、Ｖ２共有ファンドにおける１口当たりの純資産額も同様に計算されます。

ａ．投資損益

投資損益は、投資収益から投資原価を控除した金額です。投資原価には、投資資産の取得価額のほか、無限責

任組合員に支払われる成功報酬（支払報酬）、投資資産の償却損も含まれます。

ｂ．その他損益

その他損益は、受取配当金や受取利息などのその他収益から、組合管理費や組合経費などのその他費用を控

除した金額で、日本において一般に公正妥当な会計慣行に従って計算されます。

ｃ．投資資産の評価損益

投資資産の評価は、本組合契約、Ｖ２共有ファンドの組合契約の規定及びそれぞれの組合契約に定める「投

資資産評価準則」に基づいております。本組合及びＶ２共有ファンドにおける投資資産の評価額は、市場性

のある有価証券については、原則として事業年度末及び事業年度の上半期末の最終の市場価格で評価しま

す。外貨建ての投資証券については、原則として事業年度末及び事業年度の上半期末における為替レートに

よる邦貨換算額で評価します。市場性のない投資証券等は、原則として取得原価で評価しますが、当該投資先

事業者等の事業の進捗状況や財産状態から上場可能性や売却可能額を検討の上、投資原価の回収が困難と判

断する場合には、無限責任組合員が実際に回収可能と判断する価格まで評価減を行います。また、最終ファイ

ナンス又は売買実例等に基づく価格が、評価時点において売却可能な価格であると合理的に判断する場合

は、当該価格で評価替えを行うことがあります。

ロ．算出頻度

事業年度末（12月末）及び事業年度の上半期末（６月末）の年２回とします。

ハ．投資者による照会方法及び照会に関し必要な事項

無限責任組合員は、本組合の事業に関するあらゆる取引について、明瞭かつ正確な会計帳簿その他会計に関する記

録を作成し、保管するものとします。

無限責任組合員は、事業年度終了後及び事業年度上半期終了後３ヶ月以内に、有限責任組合員に対して本組合及び

Ｖ２共有ファンドの財務諸表等を送付するものとします。

有限責任組合員は、無限責任組合員に対して事前に書面で通知した後に、本組合及びＶ２共有ファンドの財務諸表

等、会計帳簿、その他会計に関する記録等を、無限責任組合員の通常の業務時間内に閲覧又は謄写することができま

す。

②【申込（販売）手続等】

該当事項はありません。

③【払戻し手続等】

本契約期間中は、本組合契約に規定された場合（本契約期間における組合財産の分配、脱退組合員に対する持分の払

戻し、清算時の分配及び上記「３　投資リスク、(1)本組合契約のリスク、②利益相反、イ(ⅰ)(a)又はロ(ⅰ)(a)」記載

の買取りの場合）を除き、払込まれた出資履行金額（但し、Ｖ２－Ｃの場合は出資金額）を払い戻すことはありませ

ん。但し、有限責任組合員は、破産、解散若しくは除名の場合又はやむを得ない理由がある場合に限り脱退することが

でき、やむを得ない理由がある場合、無限責任組合員に書面により事前に（30日以上前までに）通知を行う必要があ

ります。脱退組合員は脱退時の組合財産のうち、現金及び現金同等物に対する自己の組合持分の２分の１に相当する

金額に限り払戻しを受けることができます。

④【存続期間】

本組合の存続期間は平成17年12月１日から平成27年12月31日までとします。但し、無限責任組合員の裁量により、１年

毎に２年間に限り本契約期間を延長することがあります。
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⑤【事業年度】

本組合の事業年度は、毎年１月１日から12月31日までとします。但し、第１期の事業年度は平成17年12月１日から平成

18年１月31日までの期間とし、第２期の事業年度は平成18年２月１日から平成18年12月31日までとします。

⑥【その他】

イ．本組合は、下記の事由がある場合に限り、解散します。

・本契約期間の満了

・無限責任組合員が、有限責任組合員の総持分金額のうち４分の３以上を出資する有限責任組合員の同意を得て本

組合の目的を達成し、又は達成することが不能に至ったと決定した場合

・有限責任組合員全員の脱退

・無限責任組合員が脱退した後、２週間以内に有限責任組合員の総持分金額のうち４分の３以上を出資する有限責

任組合員の同意による後任の無限責任組合員の選任がなされない場合

・有限責任組合員の全員一致により解散が決定された場合

ロ．無限責任組合員は、有限責任組合員の総持分金額の３分の２以上を出資する有限責任組合員の同意を得て、本組合

契約を適宜修正できます。

ハ．無限責任組合員は、組合財産に属する全ての有価証券（但し、発行されたものに限ります。）を、組合保護預り口座

に預託して分別保管するものとし、その他組合財産の管理に関する事項は本組合契約の規定に従い又は無限責任組

合員が適切と考える方法で行われます。

ニ．組合員並びにその取締役、監査役、執行役、従業員、代理人及び株主が、本組合の事業又は業務に関連して費用を負担

し又は損害、損失等を被った場合、故意又は重過失に基づく場合を除き、当該組合員は本組合財産より補償を受ける

ことができます。

ホ．有限責任組合員は、本組合に関して本組合、他の組合員若しくは投資先事業者等から受領した情報、及び本組合契約

に基づき又は有限責任組合員たる地位に基づき若しくは有限責任組合員に本組合契約において与えられていずれ

かの権利の行使により取得した情報について、一定の場合を除き守秘義務を負います。

ヘ．本組合契約に基づくすべての通知又は請求は、手渡しにより交付するか、料金前払の郵便若しくは宅配便（海外の

場合は航空便）、ファクシミリ又は電子メール（但し、ファクシミリ又は電子メールの場合は直ちに料金前払の郵

便で通知又は請求の写しを交付することを条件とします。）により、本組合契約記載の各組合員の住所、又は組合員

が随時その変更を無限責任組合員に適式に通知した届出住所宛に行うものとします。郵便若しくは宅配便による通

知若しくは請求は発信の日から５日後に、又はファクシミリ若しくは電子メールによる通知若しくは請求は発送の

時から24時間後に、到達したものとみなされます。ファクシミリ又は電子メールにより適式になされた通知若しく

は請求は、請求の確認用写しが受領されない場合でも、当該通知又は請求は有効とします。上記にもかかわらず、有

限責任組合員は、自己に関し本組合契約別紙１に記載される事項（氏名又は名称、住所又は所在地、出資口数及び通

知先）の変更がある場合は、速やかに無限責任組合員に書面で通知するものとします。

 

（２）【利害関係人との取引制限】

①　組合員は、自己又は第三者のために、本組合の事業の部類に属する取引をなし、又は他の投資ファンド、会社若しくはそ

の他の団体の組合員、社員、株主、取締役若しくは業務執行者となることができます。

②　有限責任組合員は、自己又は第三者のために、本組合と取引することができます。

③　無限責任組合員は、自己又は第三者のために、本組合と取引をすることができません。また、無限責任組合員は、本組合

のために、その取締役、監査役及び執行役を含む役員若しくは使用人又は関係会社との間で、取引をすることができま

せん。但し、適用法令の範囲内において次に掲げる取引を行う場合は、この限りではありません。

(ⅰ)自己又はその取締役、監査役及び執行役を含む役員又は使用人との間の取引であって、かつ、以下のいずれかに該

当する取引。

(a)　無限責任組合員が、全ての有限責任組合員に対し、予め取引説明を行い、当該取引を行うことにつき、全ての有

限責任組合員の半数以上であって、かつ、全ての有限責任組合員の総持分金額の４分の３以上を出資する有限

責任組合員の同意を得て行う取引。但し、当該取引は、業府令第128条第２号ロに規定される要件を満たさなけ

ればならないものとし、また、当該取引を行うことに同意しない有限責任組合員が、取引説明を受けた日から

20日以内に請求した場合には、本組合は、当該取引を行った日から60日を経過する日までに、当該有限責任組

合員の有する組合員たる地位を公正な価額で組合財産をもって買取るものとします。

(b)　業府令第128条第３号に定める所管金融庁長官等の承認を受けた取引。

(ⅱ)無限責任組合員の関係会社との間の取引であって、無限責任組合員が全ての有限責任組合員に対し、予め取引説

明を行い、当該取引を行うことにつき、全ての有限責任組合員の総持分金額のうち３分の２以上を出資する有限

責任組合員の同意を得て行う取引。

(ⅲ)Ｖ２共有ファンドその他のＧＰ関係ファンドに係る組合契約の締結（修正及び出資の増額を含みます。）及びそ
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の履行。

④　本組合は、ＧＰ関係ファンドと取引をすることができません。但し、適用法令の範囲内において次に掲げる取引を行う

場合は、この限りではありません。

(ⅰ)　無限責任組合員が業務を執行するＧＰ関係ファンドとの間の取引であって、かつ、以下のいずれかに該当する取

引。

(a)　無限責任組合員が、全ての有限責任組合員及び当該ＧＰ関係ファンドの全てのＧＰ関係ファンド権利者に対

し、予め取引説明を行い、当該取引を行うことにつき、全ての有限責任組合員の半数以上であって、かつ、全て

の有限責任組合員の総持分金額の４分の３以上を出資する有限責任組合員の同意、及び、当該ＧＰ関係ファン

ド権利者の半数以上であって、かつ、その総持分金額の４分の３以上を出資する当該ＧＰ関係ファンド権利者

の同意を得て行う取引。但し、当該取引は、業府令第129条第１項第２号ロに規定される要件を満たさなければ

ならないものとし、また、当該取引を行うことに同意しない有限責任組合員が、取引説明を受けた日から20日

以内に請求した場合には、本組合は、当該取引を行った日から60日を経過する日までに、当該有限責任組合員

の有する組合員たる地位を公正な価額で組合財産をもって買取るものとします。

(b)　業府令第129条第１項第１号イ及びロに規定される要件の全てを満たす取引。

(c)　業府令第129条第１項第３号に定める所管金融庁長官等の承認を受けた取引。

(ⅱ)　無限責任組合員の関係会社が業務を執行するＧＰ関係ファンドとの間の取引であって、かつ、無限責任組合員が全

ての有限責任組合員に対し、予め当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明を行い、当該取引を行

うことにつき、全ての有限責任組合員の総持分金額のうち３分の２以上を出資する有限責任組合員の同意を得て

行う取引。

(ⅲ)　Ｖ２共有ファンドその他のＧＰ関係ファンドに係る組合契約の締結（修正及び出資の増額を含みます。）及びそ

の履行。

⑤　無限責任組合員、ＧＰ関係ファンド又はそれらの関係者は、本組合と同種の事業を行うことができるものとされ、本組

合と類似した事業を営む投資ファンドを現在運営・管理しており、今後運営・管理しますが、無限責任組合員、ＧＰ関

係ファンド又はそれらの関係者はそこから生じる投資・処分機会を本組合に提供する義務は負いません。

⑥　無限責任組合員は、無限責任組合員として為すべき業務を超えたサービスとして行った投資先事業者に対する経営支

援、資金提供及びその他の役務提供から得る利益を、本組合に対し出捐する義務を負いません。

⑦　本組合は、本組合と同種の事業と目的を有する並行投資ファンドの一部とともに、投資事業有限責任組合契約を締結し

て設立されたＶ２共有ファンドに対し、当該契約に基づいて出資するものとします。

 

（３）【出資者等の権利】

有限責任組合員の有する主な権利は次のとおりです。

①　有限責任組合員は、正当な事由がある場合は、無限責任組合員に対して事前に書面で通知した後に、本組合の財務

諸表等、会計帳簿その他の記録を、無限責任組合員の通常の業務時間内に閲覧又は謄写することができます。

②　有限責任組合員は、本組合契約の規定及び無限責任組合員の裁量に基づき行われる組合財産の分配を、当該組合員

の持分金額の割合に応じて受ける権利があります。組合財産の分配は、投資証券の現物で行われることもあり得

ますが、その場合、有限責任組合員の総持分金額のうち３分の２以上を出資する有限責任組合員の異議がないこ

とを条件とします。

③　本組合が解散した場合、各組合員は、組合債務及び清算手続きに要する費用等一切を控除した後の組合財産を、当

該組合員の持分金額の割合に応じて受ける権利があります。

④　組合員は、本組合契約の規定に従い、やむを得ない事由があるときに限り、本組合を脱退することができます。脱退

組合員は、脱退時における組合財産のうち、現金及び現金同等物に対する自己の組合持分の２分の１に相当する

金額まで払戻しを請求することができます。

⑤　無限責任組合員は、事業年度ごとに少なくとも１回、組合員集会を開催します。組合員集会において、無限責任組合

員は本組合の運営及び組合財産の運用について報告し、有限責任組合員はこれに対して意見を述べることができ

ます。また、有限責任組合員の総持分金額のうち過半数を出資する有限責任組合員からの請求があったとき、又は

無限責任組合員が適宜必要と判断した場合は、無限責任組合員は全組合員に対し、書面による30日以上の事前の

通知をなして組合員集会を招集することがあります。また、有限責任組合員の総持分金額のうち過半数を出資す

る有限責任組合員からの請求があったときは、無限責任組合員はＶ２共有ファンドにおいて、組合員集会の開催

を請求するものとされています。

⑥　無限責任組合員は、事業年度終了後及び事業年度上半期終了後３ヶ月以内に、有限責任組合員に対して本組合の財

務諸表等を送付するものとします。また、無限責任組合員は、Ｖ２共有ファンドに係る財務諸表等を受領した場

合、これらを各組合員に送付するものとします。Ｖ２共有ファンドが投資証券等若しくは投資知的財産権を取得

した場合又は売却した場合、無限責任組合員は、当該投資証券等若しくは投資知的財産権の取得又は売却の概要、
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当該投資先事業者等の発行する有価証券の状況、当該投資先事業者等の事業の状況、その他適切と考える事項を

書面で組合員に通知します。

⑦　無限責任組合員が、Ｖ２共有ファンドを通じて投資先事業者等に対し追加的に投資を行う場合には、事前に有限責

任組合員に対しその旨を通知することにより、有限責任組合員に意見を述べる機会を与えなければなりません。

但し、当該投資先事業者等との間で当初投資する際に締結した投資契約に基づき行われる場合、及びＧＰ関係

ファンドへの出資払込を行う場合はこの限りではありません。

⑧　投資ガイドラインの制定及び変更の際は、無限責任組合員は、有限責任組合員に対し当該内容を予め書面で通知

し、有限責任組合員はこれにつき意見を述べることができます。

⑨　有限責任組合員は、無限責任組合員に対し、投資先事業者等の選定その他組合財産の運用について、意見を述べる

ことができます。

⑩　有限責任組合員は、無限責任組合員の書面によるあらかじめの承諾がある場合を除き、その組合員たる地位につい

て、譲渡、質入れ、担保権の設定その他一切処分することができません。但し、無限責任組合員は、組合員たる地位

の譲渡については、合理的な理由なく、かかる承諾を拒絶し得ないものとします。また、有限責任組合員がその組

合員たる地位の全部又は一部を、無限責任組合員又は他の有限責任組合員に対して譲渡する場合は、無限責任組

合員に５営業日前までの書面による通知をして行うことができます。なお、組合員たる地位の譲受人は、無限責任

組合員の指定する日までに、正当な代表者により署名された本契約に拘束されることに同意する旨の書面を提出

しなければなりません。また、組合員たる地位の譲渡は、出資一口を単位としてのみ行うことができます。

⑪　有限責任組合員は、投資証券等の議決権の行使につき、無限責任組合員に対して指図をすることができません。
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第２【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

本組合の運営は、無限責任組合員である株式会社ジャフコが行います。なお、Ｖ２共有ファンドの運営も、株式会社ジャフ

コが無限責任組合員となり行います。

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　名称：　　　　株式会社ジャフコ

②　資本の額：　　33,251,673千円

③　事業の内容：

当会社は、次の事業を営むことを目的としています。

・有価証券の取得及び保有

・融資、保証及び債権買取りを含めた信用供与

・リース業

・経営一般に関するコンサルティング

・会社の合併並びに技術、販売、製造等の提携の斡旋

・生命保険の募集業務

・損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業

・投資事業組合財産の運用及び管理

・金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業

・金融商品取引法に基づく投資運用業

・金融商品取引法に基づく投資助言・代理業

・不動産の売買、その仲介及び鑑定

・投資顧問業

・投融資業務の経理事務及び審査業務の受託

・電気通信事業法に基づく電気通信事業

・電気通信事業に係るシステム及びソフトウェアの開発、製造、保守の受託、販売並びに賃貸

・前各号に付帯又は関連する業務

 

 

（２）【運用体制】

「第１　組合等の状況、２　投資方針、(3)運用体制」の項をご覧下さい。
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（３）【大株主の状況】

  （平成25年３月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有
株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株式
数の割合（％）

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 8,384 17.36

株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内１－６－５ 4,948 10.25

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 3,678 7.62

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 2,727 5.65

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋１－12－１ 2,304 4.77

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－12 1,048 2.17

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 617 1.28

ジユニパー
（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM 
OF SAUDI ARABIA

（東京都千代田区丸の内２－７－１）
577 1.20

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エ
イ ロンドン エス エル オムニバス アカウ
ント
（常任代理人　株式会社みずほコーポレート
銀行決済営業部）

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND
（東京都中央区月島４－16－13）

554 1.15

クリアストリーム バンキング エス エー
（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 
LUXEMBOURG
（東京都中央区日本橋３－11－１）

548 1.14

計 － 25,389 52.57

（注）1. 当社は、平成25年３月31日現在、自己株式を3,925千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

　　2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の株式は、全て信託業務に係るもの

であります。

3. 株式会社野村総合研究所の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式750千株（所有株式比率1.55％）

を含んでおります。（株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託野村総合研究所口）」であります。）

4. ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社及びその共同保有者であるラザード・アセット・マネージメント・エルエル

シーから平成24年４月16日付で大量保有報告書の提出があり、平成24年４月13日現在で以下のとおり株式を所有している旨報告されており

ますが、当社としては平成25年３月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有
株式数
（千株）

株券等保有割合
（％）

ラザード・アセット・マネージメント
・エルエルシー
（Lazard Asset Management LLC）

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニュー
ヨーク市ロックフェラープラザ30番地

3,036 6.29

ラザード・ジャパン・アセット・マ
ネージメント株式会社

東京都港区赤坂２－11－７ 1,749 3.62

計 － 4,785 9.91

5. 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社から、平成24年12月20日付で大量保有報告書の提出があり、平成24年12月14日現在で三井住

友信託銀行株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が以下のとおり株式を所有している旨報告されており

ますが、当社として平成25年３月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有
株式数
（千株）

株券等保有割合
（％）

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 850 1.76

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂９－７－１ 1,316 2.73

計 － 2,166 4.49
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（４）【役員の状況】

役　名 職　名 氏　　名 生年月日 略　　　歴 任期
所　有
株式数
(百株)

取締役会長  伊 藤 俊 明 昭和23年８月31日生

昭和46年４月　野村證券㈱入社

平成２年６月　同社取締役

平成７年６月　同社常務取締役

平成９年５月　同社専務取締役

平成12年６月　同社取締役副社長

平成13年10月　同社取締役副社長

　　　　　　　兼野村ホールディングス㈱取締役

　　　　　　　副社長

平成14年４月　野村證券㈱顧問

平成14年６月　当社取締役社長

平成22年１月　取締役会長（現任）

(注)２ 313

取締役社長 代表取締役 豊 貴 伸 一 昭和36年11月１日生

昭和60年４月　当社入社

平成15年４月　第二投資グループオフィサー、

　　　　　　　関西支社兼企画総務担当

平成15年６月　取締役

平成15年12月　第二投資グループ、関西支社、

　　　　　　　企画総務兼資金二部担当

平成16年６月　第二投資本部、関西支社

　　　　　　　兼ＶＡ３部担当

平成17年２月　常務取締役

　　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、

　　　　　　　ＶＡ３部担当

平成19年３月　専務取締役

　　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、

　　　　　　　ＶＡ３部担当

平成19年10月　資金兼事業投資、ＶＡ３部、

　　　　　　決済担当
平成19年11月　資金兼第四投資運用本部、

　　　　　　事業投資運用、ＶＡ３部、
　　　　　　決済担当　　　　　　　
平成20年３月　資金兼第四投資運用、

　　　　　　事業投資運用、ＶＡ３部、
　　　　　　決済担当
平成21年３月　資金兼第一投資運用、

　　　　　　　 第四投資運用、事業投資運用、

　　　　　　　決済担当

平成22年１月　取締役社長（現任）

(注)２ 93

専務取締役
代表取締役

投資担当
山 田 裕 司 昭和31年２月25日生

昭和53年４月　野村證券㈱入社

平成12年６月　Nomura International

(Hong Kong) Limited 社長

平成13年６月　当社取締役

平成13年６月　JAFCO Investment (Asia

Pacific) Ltd President&CEO

JAFCO Investment (Hong Kong)

Ltd Director&President

平成17年２月　常務取締役

平成23年１月　専務取締役

平成23年４月　JAFCO America Ventures Inc. 
President & CEO

平成23年11月　ビジネスディベロップメント担当

平成24年10月　投資担当、支社担当

平成25年４月　専務取締役（代表取締役）

投資担当（現任）

 

(注)２ 55
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役　名 職　名 氏　　名
 

生年月日
 

略　　　歴 任期
所有
株式数
(百株)

専務取締役 管理担当 山 田 裕 介 昭和28年12月26日生

昭和52年４月　野村證券㈱入社

平成11年６月　同社取締役

平成15年４月　同社常務取締役 

平成15年６月　同社常務執行役

　　　　　　　兼野村ホールディングス㈱執行役

平成21年３月　当社常務執行役員

　　　　　　　管理部門副担当

平成21年６月　常務取締役、管理部門担当

平成22年１月　管理部門兼審査、決済担当

平成23年11月　管理担当（現任）

平成25年４月　専務取締役（現任）

(注)２ 47

専務取締役 ファンド運用担当 大 浦 善 光昭和29年７月８日生

昭和52年４月　野村證券㈱入社

平成11年６月　同社取締役

平成15年４月　同社常務取締役 

平成15年６月　同社常務執行役

　　　　　　　兼野村ホールディングス㈱執行役

平成21年３月　当社常務執行役員　資金本部長

平成22年１月　資金本部兼ＶＡ３部担当　

　　　　　　　兼ジャフコ　コンサルティング㈱

　　　　　　　取締役社長（現任）

平成22年６月　常務取締役

平成22年７月　資金本部兼ＶＡ３部、企業コンサ

ルティング室担当

平成23年11月　ファンド運用担当（現任）

平成25年４月　専務取締役（現任）

(注)２ 46

取　締　役

JAFCO America

Ventures Inc. 
President & CEO、

JAFCO Investment

（Asia Pacific）

Ltd

President & CEO、

ビジネスディベ

ロップメント担当

渋 澤 祥 行 昭和44年10月５日生

平成４年４月　当社入社 

平成17年４月　第二投資本部長

平成19年３月　執行役員　第二投資本部担当

平成19年６月　取締役（現任）

平成19年10月　第二投資本部兼関西支社担当 

平成19年11月　第二投資運用本部兼関西支社担当

平成21年３月　第二投資運用本部、第三投資運

　　　　　　　 用、関西支社担当
平成22年１月　第一投資運用本部、第二投資運用

　　　　　　　 本部、第三投資運用、関西支社

　　　　　　　 担当

平成22年５月　第一投資運用本部、第二投資運用

　　　　　　　 本部、第三投資運用本部、関西支

　　　　　　　 社担当

平成23年11月　投資担当、関西支社担当

平成24年10月　JAFCO America Ventures Inc. 

President & CEO（現任）、

JAFCO Investment（Asia 

Pacific）Ltd

President & CEO（現任）、

ビジネスディベロップメント担

当（現任）

(注)２ 49

常勤監査役 吉 村 貞 彦 昭和22年10月18日生

昭和48年10月　監査法人太田哲三事務所（現　新日

本有限責任監査法人）入所 

平成８年５月　同法人理事 

平成14年５月　同法人常任理事 

平成16年５月　同法人副理事長

平成20年８月　同法人シニア・アドバイザー

平成22年６月　当社監査役

平成24年６月　当社常勤監査役（現任）

(注)４ 29
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役　名 職　名 氏　　名
 

生年月日
 

略　　　歴 任期
所有
株式数
(百株)

監　査　役  菊 地　 伸 昭和35年１月17日生

昭和57年４月　自治省（現 総務省）入省

平成元年４月　第二東京弁護士会所属

　　　　　　　森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律

事務所）入所

平成９年９月　ニューヨーク州弁護士登録

平成10年４月　日比谷パーク法律事務所　

パートナー

平成15年10月　森・濱田松本法律事務所

パートナー（現任)

平成17年６月　当社監査役（現任)

(注)５ 56

監　査　役 坂 口 省 吾 昭和28年５月27日生

昭和51年４月　野村證券㈱入社

平成10年６月　同社取締役　

平成14年４月　同社常務取締役

平成15年６月　同社常務執行役

　　　　　　　兼野村ホールディングス㈱ 執行役

平成20年４月　野村バブコックアンドブラウン㈱

　取締役兼執行役社長

平成23年４月　野村證券㈱顧問

平成23年６月　当社監査役（現任）

(注)３ - 

計 692

 

（注）1.　監査役吉村貞彦、菊地 伸及び坂口省吾は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。

2.　平成24年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

3.　平成23年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

4.　平成22年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

5.　平成21年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

6.　上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日（平成25年6月14日）現在の役員持株会等におけ

る取得株式数については確認できないため、平成25年5月31日現在の実質保有株式数を記載しております。
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（５）【事業の内容及び営業の概況】

本組合の無限責任組合員である株式会社ジャフコは、本有価証券報告書提出日現在で、以下の組合等を運営していま

す。組合等の営業の概略は以下のとおりです。

組合の名称 基本的性格
設立
年月日

純資産額(注)
（千円）

出資持分１口
当たりの純資
産額(注)
（千円）

組合員数
(注)

ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合
大学、研究所等の技術シーズ
の事業化投資

平成14年
２月１日

233,438 11,671 2

ジャフコ・ジー九（エー）号投資事業有限責
任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成14年
９月26日

1,684,23014,645 42

ジャフコ・ジー九（ビー）号投資事業有限責
任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成14年
９月26日

1,776,49715,447 10

ジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任
組合

国内企業への買収投資
平成16年
２月27日

4,308,241 8,975 18

ジャフコ バイアウトNO.2 インベストメント
リミテッド パートナーシップ（ケイマン）
L.P.

国内企業への買収投資
平成16年
２月27日

178,561 8,928 2

ジャフコＶ１－Ａ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成16年
３月31日

4,130,83926,823 89

ジャフコＶ１－Ｂ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成16年
３月31日

6,790,96025,820 25

ジャフコ・バイオテクノロジー１号投資事業
有限責任組合

国内のバイオテクノロジー
関連の未上場企業の株式等
への投資

平成16年
３月31日

1,495,46724,924 28

ジャフコ産学共創２号投資事業有限責任組合
大学、研究所等の技術シーズ
の事業化投資

平成16年
６月７日

677,337 33,866 2

ジャフコＶ１－スター投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成16年
７月９日

2,358,57519,654 2

ジャフコ・海外ライフサイエンス１号投資事
業組合

欧米のライフサイエンス関
連の未上場企業の株式等へ
の投資

平成16年
９月１日

2,133,36147,408 5

ジャフコ・グレートエンジェルファンド１号
投資事業有限責任組合

エンジェル税制適用対象と
なる国内の未上場企業の株
式への投資

平成16年
11月30日

354,939 16,133 15

ジャフコＶ２－Ｖ投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成17年
９月29日

1,807,83725,826 2

ジャフコＶ２－Ａ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成17年
９月30日

3,456,14134,561 58

ジャフコＶ２－Ｂ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成17年
９月30日

6,726,12025,869 24

ジャフコＶ２－Ｒ投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成17年
９月30日

3,678,62652,551 2

ジャフコＶ２－Ｗ投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成17年
11月21日

1,792,82722,410 2

ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成17年
12月１日

4,116,72934,594 91

ジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成17年
12月１日

4,524,92925,856 20

ジャフコＶ２－Ｐ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成17年
12月９日

2,582,78125,827 15

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資／Ｖ２シリー
ズの共有ファンド

平成17年
12月21日

19,884,60324,101 7

EDINET提出書類

株式会社ジャフコ(E04806)

有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）

40/66



組合の名称 基本的性格
設立
年月日

純資産額(注)
（千円）

出資持分１口
当たりの純資
産額(注)
（千円）

組合員数
(注)

ジャフコ・産学バイオインキュベーション投
資事業有限責任組合

バイオテクノロジー関連の
技術シーズの事業化投資

平成17年
12月26日

1,163,89858,194 2

ジャフコ・スーパーＶ３－Ａ号投資事業有限
責任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成19年
７月24日

20,745,30083,989 172

ジャフコ・スーパーＶ３－Ｂ号投資事業有限
責任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成19年
７月24日

41,872,42668,643 46

ジャフコ・スーパーＶ３－Ｐ号投資事業有限
責任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成19年
７月24日

18,941,63968,629 26

ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責
任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資／スーパーＶ
３シリーズの共有ファンド

平成19年
７月27日

97,413,30966,493 7

ジャフコ・スーパーＶ３－Ｄ号投資事業有限
責任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成19年
９月14日

4,117,90668,631 2

ジャフコ・スーパーＶ３－Ｊ号投資事業有限
責任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成20年
５月26日

16,197,17768,632 2

あしかが企業育成ファンド二号投資事業有限
責任組合

主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成21年
１月19日

446,183 892 2

ジャフコＳＶ４－Ａ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成25年
３月１日

- - 98

ジャフコＳＶ４－Ｂ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成25年
３月１日

- - 21

ジャフコＳＶ４－Ｊ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成25年
３月１日

- - 2

ジャフコＳＶ４－Ｒ号投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資

平成25年
３月１日

- - 2

ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合
主に国内の未上場企業の株
式等への投資／ＳＶ４シ
リーズの共有ファンド

平成25年
３月１日

- - 5

（注）

１．純資産額、出資持分１口当たりの純資産額は、各ファンドの直近決算（中間決算を含む）に基づく情報であります。

２．投資事業有限責任組合の純資産額、出資持分１口当たりの純資産額は、「中小企業等投資事業有限責任組合会計規則」及び組合契約に基づき計算した

金額であります。

３．ジャフコＶ２－Ｐ号投資事業有限責任組合及びジャフコ・スーパーＶ３－Ｐ号投資事業有限責任組合の出資持分1口当たりの純資産額は、国内非課税

団体に該当する有限責任組合員の持分を表示しております。

４．組合員数は、提出日の前月末現在での数を記載しております。
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２【その他の関係法人の概況】

 

＜野村信託銀行株式会社＞

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　名称：　　　　野村信託銀行株式会社

②　資本の額：　　30,000,000千円

③　事業の内容：

当会社は、次の事業を営んでおります。

・信託業務及びその併営業務

・銀行業務およびその付随業務

・登録金融機関業務

（２）【関係業務の概要】

・組合財産に関する現金・預金の入出金、有価証券の保管、管理に関する事務

・組合財産についての会計帳簿及び記録等の作成事務等本組合の会計及びその他の計算事務

・本組合の事業についての半期及び１年毎の決算書類の作成、発送事務

・本組合の組合員が各自負担すべき公租公課に関し、組合員に対し送付する必要書類等の作成、発送事務

・組合財産の取得、処分等を行うについて組合員が日本の所轄官庁に提出すべき外国為替及び外国貿易法その他の法令

に基づく届出書類の作成、提出に関する事務

（３）【資本関係】

当会社は、無限責任組合員の大株主である野村ホールディングス株式会社の完全子会社であります。
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第３【組合等の経理状況】
 

１．財務諸表の作成方法について

本組合の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、千円単位で表示し、単位未満は切り捨てております。

 

２．監査証明について

本組合は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成24年１月１日から平成24年12月31日ま

で）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
＜Ｖ２－Ｃ＞
（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 147,408 123,325

有価証券 1,726,841 1,627,715

営業投資有価証券 4,880,939 3,988,818

投資損失引当金 △1,790,844 △1,643,941

未収収益 2,207 441

未収入金 10,460 21,820

貸倒引当金 △331 △335

流動資産合計 4,976,682 4,117,843

資産合計 4,976,682 4,117,843

負債の部

流動負債

未払金 1,533 1,039

その他 3,399 74

流動負債合計 4,932 1,113

負債合計 4,932 1,113

純資産の部

出資金 ※1
 11,900,000

※1
 11,900,000

当期純利益又は当期純損失（△） △481,429 10,060

前期繰越利益又は前期繰越損失（△） △4,307,123 △4,788,553

分配金 △2,046,800 △3,034,500

その他有価証券評価差額金 △92,896 29,722

純資産合計 4,971,749 4,116,729

負債純資産合計 4,976,682 4,117,843
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年12月31日)

当事業年度
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 522,648 1,060,712

売上原価 1,022,695 1,175,829

売上総利益又は売上総損失（△） △500,047 △115,117

投資損失引当金繰入額（△戻入額） △487,041 △146,902

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損
（△戻入益）

258,708 △125,419

差引売上総利益又は差引売上総損失（△） △271,714 157,204

販売費及び一般管理費 ※1
 233,814

※1
 230,299

営業利益又は営業損失（△） △505,528 △73,094

営業外収益

有価証券利息 4,618 4,952

受取配当金 19,738 17,261

組合持分変動益 － 59,662

その他 88 1,627

営業外収益合計 24,445 83,504

営業外費用

その他 346 349

営業外費用合計 346 349

経常利益又は経常損失（△） △481,429 10,060

当期純利益又は当期純損失（△） △481,429 10,060
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【重要な会計方針】

項目  

１　有価証券の評価基

準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。

 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採用しております。

２　投資損失引当金の

計上基準

投資損失引当金

当事業年度末現在に保有する有価証券の投資損失に備えるため、時価のない有価証券につい

ては、投資先企業の実情及び無限責任組合員の過去の売却実績（無限責任組合員が業務執行

又は清算業務を行っている他の組合を含む）等を勘案の上、その損失見積額を「投資損失引

当金」として計上しております。なお、損益計算書の「投資損失引当金繰入額（△戻入

額）」は、投資損失引当金の前事業年度末残高と当事業年度末残高の差額を記載しておりま

す。

  

３　収益及び費用の計

上基準

売上高及び売上原価

売上高は、営業投資有価証券が売却された場合はその売却高を、営業投資有価証券による分

配が行われた場合は分配時の評価額を計上しております。なお、分配時の評価額は、当該営業

投資有価証券の発行会社が上場会社である場合は分配時前日又は同日直近の発行市場にお

ける最終の価額とし、未上場会社である場合は投資事業有限責任組合契約に基づき無限責任

組合員が定める価額としております。

売上原価は、売却及び分配を行った営業投資有価証券に対して移動平均法に基づく原価法に

よって計算した有価証券帳簿価額、支払手数料、支払報酬、営業投資有価証券評価損等を計上

しております。

４　その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項

Ｖ２－Ｃの存続期間

Ｖ２－Ｃは平成17年12月１日に設立され、平成27年12月31日まで存続します。但し、組合契約

に従い、当該存続期限は２年の範囲で延長、あるいは存続期限以内に終了する場合もありま

す。
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項目  

 売上総利益区分

営業投資有価証券の回収過程で発生する損益を確定したものと未確定のものに区分し、確定

したものについては投資成果を、未確定のものについては保有に伴って生じる見込損失の変

動状況をそれぞれ明確にするため、見込損失部分を除外した売上総利益区分を設け、その後

に、投資損失引当金の前事業年度末残高と当事業年度末残高との差額を「投資損失引当金繰

入額（△戻入額）」として、また、時価のある営業投資有価証券については、事業年度末にお

いて時価が取得原価を下回る金額から前年度末における当該金額を控除した純額を「部分

純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△戻入益）」として区分表示しておりま

す。

 税金等

本組合は投資事業有限責任組合契約に関する法律上の投資事業有限責任組合であるので、組

合員各自が税金を負担することになります。よって、当組合自身の税金の引当はしておらず、

損益計算書の販売費及び一般管理費に消費税等・源泉所得税等を費用として計上しており

ます。消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

投資事業有限責任組合への出資金の会計処理

投資事業有限責任組合への出資金の会計処理は、組合の事業年度の財務諸表及び事業年度の

中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、組合の資産・負債・収益・費用を、出資持分

割合に応じて合算しております。

 

【追加情報】

当事業年度
（自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年12月31日）

当事業年度
（平成24年12月31日）

※１．発行する出資口数の総数　　　　　　　119口

発行済出資口数　　　　　　　　　　　119口

※１．発行する出資口数の総数　　　　　　　119口

発行済出資口数　　　　　　　　　　　119口

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日）

当事業年度
（自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりです。

組合管理費　　　　　208,511千円

※１．販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりです。

組合管理費　　　　　208,429千円

 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当組合は、ジャフコV２共有投資事業有限責任組合を通じて、日本・米国・アジアを中心に未上場株式等を対象とする投

資運用業を行っております。また、一時的な余資は安全性及び流動性の高い金融資産で運用しており、投機的取引は行わ

ない方針であります。デリバティブも利用しておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　当組合がジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合を通じて保有する営業投資有価証券のうち、上場株式については、市

場価格の変動リスクに晒されております。また、外貨建営業投資有価証券については、上記リスクのほか為替変動リスク

に晒されております。

　当組合の主たる投資対象である未上場企業は、上場企業に比べ、収益基盤や財務基盤が不安定で経営資源も制約される

ため、経済環境等の影響を受けやすく、未上場株式等への投資には、以下のようなリスクが存在します。

①　投資によってキャピタルゲインが得られるかどうかについての確約はありません。

②　投資によってはキャピタルロスが発生するリスクがあります。

③　投資対象は、ファンドの運用期間中に株式上場、売却等が見込める企業を前提としていますが、株式上場時期・売却等

が見込みと大幅に異なる可能性があります。

④　未上場株式等は上場企業の株式等に比べ流動性が著しく劣ります。

　有価証券は、主に受益証券及び譲渡性預金等の安全性及び流動性の高い金融資産であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　未上場株式等への投資のリスクの管理

　当組合の投資運用事業は、投資資金の増殖回収を目的としており、主な投資対象は、将来、株式上場や企業買収、トレー

ドセール等によるキャピタルゲインが期待できる未上場企業であります。未上場企業への投資については、無限責任組

合員である株式会社ジャフコの投資部門で、投資候補先企業に対する、事業性、技術力、財務状況、経営者評価等の観点

から評価を行うとともに、投資部門から独立した審査部門でも並行して評価を行ったうえで、代表取締役を委員長とす

る所定の委員会で投資の可否を決定しております。

　投資後は、投資部門等が、投資先企業の経営状況を随時かつ定期的にモニタリングし、財務状況の悪化、事業計画の遅

延等の早期把握に努め、一定以上の損失が見込まれる場合には、投資損失引当金を計上することにより、将来の損失に

備えております。

　また、投資先企業が業績その他の理由で上場の見通しが立たない場合、もしくは企業価値の増加が見込めないと判断

した場合は、未上場段階で第三者、投資先企業もしくはその経営陣等へ売却することによって流動化を図っておりま

す。

②　市場リスク（市場価格や為替等の変動リスク）の管理

　営業投資有価証券のうち上場株式については、継続的に時価や発行体の経営状況等を把握し、適切な価格、タイミング

で流動化を図っております。また、外貨建営業投資有価証券については、為替変動の継続的モニタリングを行っており

ます。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認

められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

 

　 前事業年度（平成23年12月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）

時　価

（千円）

差　額

（千円）

(1) 現金及び預金 147,408 147,408 －

(2) 有価証券 1,726,841 1,726,841 －

(3) 営業投資有価証券 515,252 515,252 －

資産計 2,389,503 2,389,503 －

 

　 当事業年度（平成24年12月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）

時　価

（千円）

差　額

（千円）

(1) 現金及び預金 123,325 123,325 －

(2) 有価証券 1,627,715 1,627,715 －

(3) 営業投資有価証券 418,100 418,100 －

資産計　 2,169,141 2,169,141 －

 

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券

有価証券の時価は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(3) 営業投資有価証券

営業投資有価証券のうち、株式の時価は取引所の価格によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
前事業年度

（平成23年12月31日）

当事業年度

（平成24年12月31日）

営業投資有価証券に属するもの   

非上場株式(*1) 3,306,723 2,616,130

非上場内国・外国債券(*2) 93,956 40,996

その他(*3) 965,007 913,590

(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(3)営業投資有

価証券」には含まれておりません。

(*2)非上場内国・外国債券については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時

価を把握することが極めて困難と認められることから「(3)営業投資有価証券」には含まれておりません。

(*3)その他は主にリミテッド・パートナーシップへの出資であり、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極

めて困難と認められるもの等で構成されているため、「(3)営業投資有価証券」には含まれておりません。

 

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 147,408 － － －

有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
1,726,841 － － －

合計 1,874,250 － － －

 

当事業年度（平成24年12月31日）
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 123,325 － － －

有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
1,627,715 － － －

合計 1,751,040 － － －

 

（有価証券関係)

１．その他有価証券

前事業年度（平成23年12月31日）

 種類
貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 156,732 127,298 29,434

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 156,732 127,298 29,434

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 358,520 796,676 △438,156

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 358,520 796,676 △438,156

有価証券に属するもの    

（1）株式 － － －

（2）債券 － － －

（3）その他 1,726,8411,726,841 －

小計 1,726,8411,726,841 －

合計 2,242,0942,650,816△408,722

 

（注）以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に

は含めておりません。

区分　 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式 3,306,723

非上場内国・外国債券 93,956

その他 965,007

 

当事業年度（平成24年12月31日）

 種類
貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 87,666 39,434 48,231

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 87,666 39,434 48,231
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貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 330,433 658,336 △327,902

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 330,433 658,336 △327,902

有価証券に属するもの    

（1）株式 － － －

（2）債券 － － －

（3）その他 1,627,7151,627,715 －

小計 1,627,7151,627,715 －

合計 2,045,8162,325,487△279,670

 

（注）以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に

は含めておりません。

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式 2,616,130

非上場内国・外国債券 40,996

その他 913,590

 

２．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成23年１月１日　至　平成23年12月31日） 

 売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 522,646 81,272 △517,836

（2）債券 1 － △6,269

（3）その他 － － △263

合計 522,648 81,272 △524,369

（注）上表には、時価を把握することが極めて困難と認められるものを含みます。
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当事業年度（自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日） 

 売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 845,701 165,264 △233,591

（2）債券 6,096 － △3,567

（3）その他 － － －

合計 851,798 165,264 △237,158

（注）上表には、時価を把握することが極めて困難と認められるものを含みます。

 

 

３．減損処理を行った有価証券

　　当事業年度において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含みます。）について101,140

千円（営業投資有価証券に属するもの101,140千円）（前事業年度14,262千円（営業投資有価証券に属するもの14,262千

円））の減損処理を行っております。

 

（１口当たり情報）

前事業年度
（自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日）

当事業年度
（自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日）

１口当たり純資産額　　　　　　　　　　41,779,408円

１口当たり当期純損失(△)　　　 　　　△4,045,629円

１口当たり純資産額　　　　　　　　　 34,594,363円

１口当たり当期純利益 　　　　　 　　　　 84,541円
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＜Ｖ２－Ｄ＞
（３）【（貸借対照表）】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 215,953 179,786

有価証券 975,342 866,099

営業投資有価証券 7,177,852 5,865,909

投資損失引当金 △2,633,594 △2,417,561

未収収益 3,246 648

未収入金 15,382 32,088

貸倒引当金 △487 △493

流動資産合計 5,753,694 4,526,477

資産合計 5,753,694 4,526,477

負債の部

流動負債

未払金 2,121 1,438

その他 4,999 109

流動負債合計 7,120 1,548

負債合計 7,120 1,548

純資産の部

出資金 ※1
 15,750,000

※1
 15,750,000

当期純利益又は当期純損失（△） △672,199 50,533

前期繰越利益又は前期繰越損失（△） △6,184,613 △6,856,812

分配金 △3,010,000 △4,462,500

その他有価証券評価差額金 △136,612 43,709

純資産合計 5,746,574 4,524,929

負債純資産合計 5,753,694 4,526,477
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（４）【（損益計算書）】
（単位：千円）

前事業年度
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年12月31日)

当事業年度
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 768,600 1,559,871

売上原価 1,503,964 1,729,161

売上総利益又は売上総損失（△） △735,364 △169,290

投資損失引当金繰入額（△戻入額） △716,237 △216,032

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損
（△戻入益）

380,453 △184,440

差引売上総利益又は差引売上総損失（△） △399,579 231,183

販売費及び一般管理費 ※1
 306,746

※1
 301,690

営業利益又は営業損失（△） △706,326 △70,507

営業外収益

有価証券利息 5,470 6,028

受取配当金 29,026 25,384

組合持分変動益 － 87,739

その他 130 2,392

営業外収益合計 34,627 121,544

営業外費用

その他 500 504

営業外費用合計 500 504

経常利益又は経常損失（△） △672,199 50,533

当期純利益又は当期純損失（△） △672,199 50,533
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【重要な会計方針】

項目  

１　有価証券の評価基

準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。

 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採用しております。

２　投資損失引当金の

計上基準

投資損失引当金

当事業年度末現在に保有する有価証券の投資損失に備えるため、時価のない有価証券につい

ては、投資先企業の実情及び無限責任組合員の過去の売却実績（無限責任組合員が業務執行

又は清算業務を行っている他の組合を含む）等を勘案の上、その損失見積額を「投資損失引

当金」として計上しております。なお、損益計算書の「投資損失引当金繰入額（△戻入

額）」は、投資損失引当金の前事業年度末残高と当事業年度末残高の差額を記載しておりま

す。

  

３　収益及び費用の計

上基準

売上高及び売上原価

売上高は、営業投資有価証券が売却された場合はその売却高を、営業投資有価証券による分

配が行われた場合は分配時の評価額を計上しております。なお、分配時の評価額は、当該営業

投資有価証券の発行会社が上場会社である場合は分配時前日又は同日直近の発行市場にお

ける最終の価額とし、未上場会社である場合は投資事業有限責任組合契約に基づき無限責任

組合員が定める価額としております。

売上原価は、売却及び分配を行った営業投資有価証券に対して移動平均法に基づく原価法に

よって計算した有価証券帳簿価額、支払手数料、支払報酬、営業投資有価証券評価損等を計上

しております。

４　その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項

Ｖ２－Ｄの存続期間

Ｖ２－Ｄは平成17年12月１日に設立され、平成27年12月31日まで存続します。但し、組合契約

に従い、当該存続期限は２年の範囲で延長、あるいは存続期限以内に終了する場合もありま

す。
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項目  

 売上総利益区分

営業投資有価証券の回収過程で発生する損益を確定したものと未確定のものに区分し、確定

したものについては投資成果を、未確定のものについては保有に伴って生じる見込損失の変

動状況をそれぞれ明確にするため、見込損失部分を除外した売上総利益区分を設け、その後

に、投資損失引当金の前事業年度末残高と当事業年度末残高との差額を「投資損失引当金繰

入額（△戻入額）」として、また、時価のある営業投資有価証券については、事業年度末にお

いて時価が取得原価を下回る金額から前年度末における当該金額を控除した純額を「部分

純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△戻入益）」として区分表示しておりま

す。

 税金等

本組合は投資事業有限責任組合契約に関する法律上の投資事業有限責任組合であるので、組

合員各自が税金を負担することになります。よって、当組合自身の税金の引当はしておらず、

損益計算書の販売費及び一般管理費に消費税等・源泉所得税等を費用として計上しており

ます。消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

投資事業有限責任組合への出資金の会計処理

投資事業有限責任組合への出資金の会計処理は、組合の事業年度の財務諸表及び事業年度の

中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、組合の資産・負債・収益・費用を、出資持分

割合に応じて合算しております。

 

【追加情報】

当事業年度
（自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年12月31日）

当事業年度
（平成24年12月31日）

※１．発行する出資口数の総数　　　　　　　175口

発行済出資口数　　　　　　　　　　　175口

※１．発行する出資口数の総数　　　　　　　175口

発行済出資口数　　　　　　　　　　　175口

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日）

当事業年度
（自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりです。

組合管理費　　　　　271,747千円

※１．販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりです。

組合管理費　　　　　271,641千円

 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当組合は、ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合を通じて、日本・米国・アジアを中心に未上場株式等を対象とする

投資運用業を行っております。また、一時的な余資は安全性及び流動性の高い金融資産で運用しており、投機的取引は行

わない方針であります。デリバティブも利用しておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　当組合がジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合を通じて保有する営業投資有価証券のうち、上場株式については、市

場価格の変動リスクに晒されております。また、外貨建営業投資有価証券については、上記リスクのほか為替変動リスク

に晒されております。

　当組合の主たる投資対象である未上場企業は、上場企業に比べ、収益基盤や財務基盤が不安定で経営資源も制約される

ため、経済環境等の影響を受けやすく、未上場株式等への投資には、以下のようなリスクが存在します。

①　投資によってキャピタルゲインが得られるかどうかについての確約はありません。

②　投資によってはキャピタルロスが発生するリスクがあります。

③　投資対象は、ファンドの運用期間中に株式上場、売却等が見込める企業を前提としていますが、株式上場時期・売却等

が見込みと大幅に異なる可能性があります。

④　未上場株式等は上場企業の株式等に比べ流動性が著しく劣ります。

　有価証券は、主に受益証券及び譲渡性預金等の安全性及び流動性の高い金融資産であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　未上場株式等への投資のリスクの管理

　当組合の投資運用事業は、投資資金の増殖回収を目的としており、主な投資対象は、将来、株式上場や企業買収、トレー

ドセール等によるキャピタルゲインが期待できる未上場企業であります。未上場企業への投資については、無限責任組

合員である株式会社ジャフコの投資部門で、投資候補先企業に対する、事業性、技術力、財務状況、経営者評価等の観点

から評価を行うとともに、投資部門から独立した審査部門でも並行して評価を行ったうえで、代表取締役を委員長とす

る所定の委員会で投資の可否を決定しております。

　投資後は、投資部門等が、投資先企業の経営状況を随時かつ定期的にモニタリングし、財務状況の悪化、事業計画の遅

延等の早期把握に努め、一定以上の損失が見込まれる場合には、投資損失引当金を計上することにより、将来の損失に

備えております。

　また、投資先企業が業績その他の理由で上場の見通しが立たない場合、もしくは企業価値の増加が見込めないと判断

した場合は、未上場段階で第三者、投資先企業もしくはその経営陣等へ売却することによって流動化を図っておりま

す。

②　市場リスク（市場価格や為替等の変動リスク）の管理

　営業投資有価証券のうち上場株式については、継続的に時価や発行体の経営状況等を把握し、適切な価格、タイミング

で流動化を図っております。また、外貨建営業投資有価証券については、為替変動の継続的モニタリングを行っており

ます。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認

められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

 

　 前事業年度（平成23年12月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）

時　価

（千円）

差　額

（千円）

(1) 現金及び預金 215,953 215,953 －

(2) 有価証券 975,342 975,342 －

(3) 営業投資有価証券 757,724 757,724 －

資産計 1,949,020 1,949,020 －

 

　当事業年度（平成24年12月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）

時　価

（千円）

差　額

（千円）

(1) 現金及び預金 179,786 179,786 －

(2) 有価証券 866,099 866,099 －

(3) 営業投資有価証券 614,853 614,853 －

資産計　 1,660,740 1,660,740 －

 

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券

有価証券の時価は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(3) 営業投資有価証券

営業投資有価証券のうち、株式の時価は取引所の価格によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
前事業年度

（平成23年12月31日）

当事業年度

（平成24年12月31日）

営業投資有価証券に属するもの   

非上場株式(*1) 4,862,828 3,847,250

非上場内国・外国債券(*2) 138,171 60,289

その他(*3) 1,419,128 1,343,515

(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(3)営業投資有

価証券」には含まれておりません。

(*2)非上場内国・外国債券については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時

価を把握することが極めて困難と認められることから「(3)営業投資有価証券」には含まれておりません。

(*3)その他は主にリミテッド・パートナーシップへの出資であり、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極

めて困難と認められるもの等で構成されているため、「(3)営業投資有価証券」には含まれておりません。
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（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 215,953 － － －

有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
975,342 － － －

合計 1,191,295 － － －

 

当事業年度（平成24年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 179,786 － － －

有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
866,099 － － －

合計 1,045,886 － － －

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成23年12月31日）

 種類
貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 230,489 187,203 43,285

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 230,489 187,203 43,285

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 527,235 1,171,583△644,347

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 527,235 1,171,583△644,347

有価証券に属するもの    

（1）株式 － － －

（2）債券 － － －

（3）その他 975,342 975,342 －

小計 975,342 975,342 －

合計 1,733,0672,334,128△601,061

 

（注）以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式 4,862,828

非上場内国・外国債券 138,171

その他 1,419,128
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　当事業年度（平成24年12月31日）

 種類
貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 128,921 57,992 70,928

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 128,921 57,992 70,928

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 485,932 968,142 △482,209

（2）債券 － － －

（3）その他 － － －

小計 485,932 968,142 △482,209

有価証券に属するもの    

（1）株式 － － －

（2）債券 － － －

（3）その他 866,099 866,099 －

小計 866,099 866,099 －

合計 1,480,9531,892,234△411,280

 

（注）以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に

は含めておりません。

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式 3,847,250

非上場内国・外国債券 60,289

その他 1,343,515

 

２．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成23年１月１日　至　平成23年12月31日） 

 売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 768,598 119,518 △761,524

（2）債券 2 － △9,219

（3）その他 － － △387

合計 768,600 119,518 △771,131

 

（注）上表には、時価を把握することが極めて困難と認められるものを含みます。
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当事業年度（自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日） 

 売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

営業投資有価証券に属するもの    

（1）株式 1,243,679 243,036 △343,516

（2）債券 8,965 － △5,246

（3）その他 － － －

合計 1,252,645 243,036 △348,762

 

（注）上表には、時価を把握することが極めて困難と認められるものを含みます。

　

３．減損処理を行った有価証券

　　当事業年度において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含みます。）について148,735

千円（営業投資有価証券に属するもの148,735千円）（前事業年度20,973千円（営業投資有価証券に属するもの20,973千

円））の減損処理を行っております。

 

 

（１口当たり情報）

前事業年度
（自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日）

当事業年度
（自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日）

１口当たり純資産額　　　　　　　　　　32,837,567円

１口当たり当期純損失（△）　　　　　 △3,841,137円

１口当たり純資産額　　　　　　　　　　25,856,742円

１口当たり当期純利益　 　　　　 　　　　 288,761円
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２【組合等の現況】

（１）【純資産額計算書】

＜Ｖ２－Ｃ＞

 平成24年12月31日現在

Ⅰ　資産総額 4,117,843千円

Ⅱ　負債総額 1,113千円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,116,729千円

Ⅳ　発行済数量 119口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 34,594千円

 

＜Ｖ２－Ｄ＞

 平成24年12月31日現在

Ⅰ　資産総額 4,526,477千円

Ⅱ　負債総額 1,548千円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,524,929千円

Ⅳ　発行済数量 175口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 25,856千円

 

（２）【投資有価証券の主要銘柄】

＜Ｖ２－Ｃ＞

       平成24年12月31日現在

種類 銘柄 地域 業種 株数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額

投資
比率
（％）
（注1）

出資
持分

ジャフコＶ２共有投
資事業有限責任組合

日本
投資事業有
限責任組合

119口40,738千円4,847,871千円24,101千円2,868,074千円69.6

合計    119口40,738千円4,847,871千円24,101千円2,868,074千円69.6

（注1）組合の資産総額に対する当該資産の評価金額の比率を記載しております。（小数点以下第２位四捨五入）

 

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合出資持分の内訳

現金及び預金 120,546千円

有価証券 380,800千円

営業投資有価証券 3,988,818千円

投資損失引当金 △1,643,941千円

その他 21,851千円

計 2,868,074千円
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＜Ｖ２－Ｄ＞

       平成24年12月31日現在

種類 銘柄 地域 業種 株数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額

投資
比率
（％）
（注1）

出資
持分

ジャフコＶ２共有投
資事業有限責任組合

日本
投資事業有
限責任組合

175口40,738千円7,129,223千円24,101千円4,217,756千円93.2

合計    175口40,738千円7,129,223千円24,101千円4,217,756千円93.2

（注1）組合の資産総額に対する当該資産の評価金額の比率を記載しております。（小数点以下第２位四捨五入）

 

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合出資持分の内訳

現金及び預金 177,274千円

有価証券 560,000千円

営業投資有価証券 5,865,909千円

投資損失引当金 △2,417,561千円

その他 32,134千円

計 4,217,756千円

 

 
 

（３）【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

（４）【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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第４【参考情報】
 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1)　有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第７期）（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）平成24年６月15日関東財務局長に提出

（注）ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合及びジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合の事業年度は（自　平成23

年１月１日　至　平成23年12月31日）

 

(2)　半期報告書

（第８期中）（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）　平成24年12月21日関東財務局長に提出

（注）ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合及びジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合の中間会計期間は（自　平

成24年１月１日　至　平成24年６月30日）

 

 

EDINET提出書類

株式会社ジャフコ(E04806)

有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）

64/66



独立監査人の監査報告書
 

 平成２５年５月２４日

ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合

無限責任組合員

株式会社ジャフコ

取締役会　御中

 

 

 新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内田　満雄　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「組合等の

経理状況」に掲げられているジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合の平成２４年１月１日から平成

２４年１２月３１日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、重要な会計方

針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査

手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財

務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検

討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組合の平成２４年１２月３１日現在の財政状態及び同日を

もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　無限責任組合員及び有限責任組合と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（特定有価証券の発行者）が別途保管しております。

 

　　次へ
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独立監査人の監査報告書
 

 平成２５年５月２４日

ジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合

無限責任組合員

株式会社ジャフコ

取締役会　御中

 

 

 新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内田　満雄　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「組合等の

経理状況」に掲げられているジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合の平成２４年１月１日から平成

２４年１２月３１日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、重要な会計方

針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査

手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財

務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検

討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ジャフコＶ２－Ｄ号投資事業有限責任組合の平成２４年１２月３１日現在の財政状態及び同日を

もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　無限責任組合員及び有限責任組合と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（特定有価証券の発行者）が別途保管しております。
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